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カーン・カナダ社対モンゴル政府事件（一）
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ク
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ー
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カ
ナ
ダ
社
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モ
ン
ゴ
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件
（
一
）

―
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間
接
収
用
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に
対
す
る
仲
裁
判
断
―
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17　

最
終
支
払
と
関
係
企
業
売
却

ま
と
め

�

（
以
上
、
九
十
二
巻
六
号
）

は
じ
め
に

　

世
界
の
ウ
ラ
ン
需
要
が
止
ま
ら
な
い
。
ウ
ラ
ン
資
源
は
あ
と
六
〇

年
ほ
ど
で
枯
渇
す
る
と
の
予
測
も
あ
り
、
裏
返
せ
ば
探
査
・
開
発
は

少
な
く
と
も
半
世
紀
余
り
続
く
こ
と
に
な
る）

1
（

。

　

ウ
ラ
ン
の
探
査
・
採
掘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
い
え
ば
、
着
実

に
進
捗
さ
せ
た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
遭
遇
す
る
こ
と
は

不
可
避
と
思
わ
れ
る
。
保
有
国
と
消
費
国
と
の
間
は
も
と
よ
り）

2
（

、
保

有
国
と
外
国
投
資
家
と
の
間
の
紛
争
、
さ
ら
に
は
保
有
国
政
府
・
外

国
企
業
と
乱
開
発
に
抵
抗
す
る
住
民
と
の
摩
擦
も
あ
る
。

　

本
稿
が
対
象
と
す
る
紛
争
は
、
ウ
ラ
ン
資
源
国
モ
ン
ゴ
ル
と
カ
ナ

ダ
鉱
山
会
社
と
の
間
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
隣

接
す
る
ロ
シ
ア
の
政
府
と
モ
ン
ゴ
ル
の
政
府
が
連
携
し
て
欧
米
投
資

家
の
放
逐
を
謀
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
モ
ン
ゴ
ル
、
ロ
シ
ア
両
政
府
の
行
為
を
、
海
外
の
リ
ス
ク
・
ア
ナ

リ
ス
ト
は
「
共
謀
」（conspiracy

）
と
表
現
し
た）

3
（

。
こ
の
た
め
、

当
該
投
資
家
は
、
母
国
カ
ナ
ダ
政
府
に
対
モ
ン
ゴ
ル
政
府
開
発
援
助

（
Ｏ
Ｄ
Ａ
））

4
（

の
停
止
と
い
う
制
裁
を
求
め
た
と
さ
れ
て
い
る）

5
（

。

　

他
方
、
当
該
投
資
家
も
自
己
が
所
有
・
支
配
す
る
複
数
の
子
会
社

が
複
数
の
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
を
利
用
す
る
た
め
、
会
社
の
国
籍
と

裁
判
上
の
当
事
者
適
格
（standing

）
の
確
定
に
は
困
難
が
伴
っ
た）

6
（

。

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
拙
文
で
一
部
紹
介
し
た
こ
と
は
あ
る�

が
）
7
（

、
そ
の
後
に
常
設
仲
裁
裁
判
所
（Perm

anent�Court�of�
A

rbitration.�

Ｐ
Ｃ
Ａ
）
を
登
録
機
関
と
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
の
仲
裁

廷
か
ら
仲
裁
判
断
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
仲
裁
廷
で
「
し
の
び
よ
る
収

用
」（creeping�expropriation

）
な
い
し
「
間
接
収
用
」

（indirect�expropriation

））
8
（

の
有
無
が
最
大
の
争
点
に
な
っ
た
こ

と
を
機
に
、
本
稿
は
右
拙
文
を
全
面
的
に
整
理
・
修
正
し
、
こ
こ
に

仲
裁
裁
判
諸
資
料
か
ら
重
要
な
諸
点
を
抽
出
・
追
加
し
て
、
論
点
を

総
括
す
る
こ
と
と
し
た）

（9
）（
9
（

。

（
1
）　U

ranium
 2016; R

esources, Production and D
em

and.�

（26th�ed.�of�the�

“Red�Book

”）�Joint�Report�by�the�N
uclear�

Energy�A
gency�

（N
EA

）�and�the�International�A
tom

ic�
Energy�A

gency.�Paris:�O
ECD

,�2016;�

小
宮
山
涼
一
・
柿
木
達

朗
「
二
〇
三
〇
、
二
一
〇
〇
に
向
け
た
世
界
の
原
子
力
発
電
、
ウ

ラ
ン
需
給
の
超
長
期
シ
ナ
リ
オ
」『
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
』（
日
本
エ

ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
）
第
三
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
六
月
）。
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（
2
）　

櫻
井
雅
夫
「
一
次
産
品
に
関
す
る
国
際
機
構
と
国
際
協
力
」

『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
七
七
巻
一
号
（
一
九
七
八
年
五
月
）。

（
3
）　Phill�H

ynes and�M
ark�B

urke,�

“The�U
ranium

�
Shakedow

n:�H
ow

�M
ongolia�and�Russia�Conspired�against�

W
estern�Investors.

”�Frontera N
ew

s,�M
arch�31,�2016.

（
4
）　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｄ
Ａ
Ｃ
（
開
発
援
助
委
員
会
）
メ
ン
バ
ー
た
る
カ

ナ
ダ
が
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
紛
争
発
生
直
後

の
二
〇
一
〇
年
に
実
行
（disburse

）
し
た
対
モ
ン
ゴ
ル
政
府
開
発

援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
は
八
三
〇
万
米
ド
ル
で
あ
っ
た
。

　

G
eographical D

istribution of Financial Flow
s to 

D
eveloping C

ountries: D
isbursem

ents, C
om

m
itm

ents, 
Country Indicators.�Paris:�O

ECD
,�2013.�p.179.

　

参
考
ま
で
に
、�

二
〇
一
八
年
現
在

0

0

0

0

0

0

0

、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
、
モ
ン
ゴ
ル
を

「
低
位
中
所
得
国
・
領
域
」（
Ｌ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
ｓ
．
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ
Ｉ

〈
国
民
総
所
得
〉
一
〇
四
六
～
二
〇
一
三
ド
ル
の
国
）
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
Ｄ
Ａ
Ｃ
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
贈
与
（grant

）
は
贈
与
的
要

素
（grant�elem

ent.

Ｇ
Ｅ
）
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
含
み
、
代
表

的
な
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
な
る
。
借
款
（lending

）
の
場
合
に
は
、
Ｇ
Ｅ
が

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

0

0

0

0

0

0

0

0

0

含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
借
款
は
贈

与
と
共
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
な
る
。

　

Ｇ
Ｅ
の
換
算
式
は
左
記
拙
著
に
収
録
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
政

府
貸
付
の
条
件
が
償
還
期
間
一
〇
年
据
置
き
期
間
三
年
と
い
う
場

合
、
㈠
金
利
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
き
は
Ｇ
Ｅ
が
二
四
・
六
四
パ
ー

セ
ン
ト
で
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
な
り
、
金
利
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
と
き
は
Ｇ
Ｅ

が
一
四
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
た
め
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
は
な

ら
ず
、「
そ
の
他
政
府
資
金
フ
ロ
ー
」（
Ｏ
Ｏ
Ｆ
）
に
計
上
さ
れ
る
。

O
ECD

.D
A

C,�D
A

C List of O
D

A
 R

ecipients: E
ffective for 

R
eporting on 2014, 2015, 2016 and 2017;�

―
―�, Converg

ed Statistical R
eporting D

irectives for the C
reditor 

R
eporting System

 (C
R

S) �and the D
A

C
 Q

uestionnaire.�
Paris:�O

ECD
,�2016,�paras.59-62;�

櫻
井
雅
夫
『
国
際
開
発
協
力

法
』
東
京
、
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
。
同
『
開
発
協
力
―
そ
の
仕

組
み
と
法
』
東
京
、
国
際
経
済
法
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
5
）　

本
稿
が
対
象
と
す
る
「
し
の
び
よ
る
収
用
」
な
い
し
「
間
接
収

用
」（
注
8
参
照
）
を
実
施
す
る
国
に
対
す
る
制
裁
措
置
を
法
的
に

講
じ
た
国
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
代
表
的
な
規
定
は
、
次
の
三
種

六
法
で
あ
る
。

・
一�

九
六
一
年
対
外
援
助
法
（Foreign�A

ssistance�A
ct�of�

1961

）
に
対
す
る
「
ヒ
ッ
ケ
ン
ル
ー
パ
ー
修
正
」（H

icken
looper�A

m
endm

ent

）、

・
国
際
開
発
協
会
法
（International�D

evelopm
ent�Bank�

A
ct.�

第
二
世
銀
法
）、
米
州
開
発
銀
行
法
（InterA

m
erican�

D
evelopm

ent�Bank�A
ct

）、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
法
（A

sian�
D

evelopm
ent�Bank�A

ct

）
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
開
発
基
金
法

（A
frican�D

evelopm
ent�Fund�A

ct

）
の
四
法
に
対
す
る

「
ゴ
ン
ザ
レ
ス
修
正
」（González�A

m
endm

ent

）、
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・
一
九
七
四
年
通
商
法
（T

rade�A
ct�of�1974

）
に
対
す
る
修
正
。

　
「
ヒ
ッ
ケ
ン
ル
ー
パ
ー
修
正
」
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民
又

は
米
系
子
会
社
の
所
有
権
又
は
支
配
権
を
国
際
法
に
違
反
し
て
国

有
化
又
は
そ
れ
と
同
等
の
効
力
を
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
そ
の
他
行
為

0

0

0

0

0

」
を
行

う
国
に
対
し
て
対
外
援
助
（
経
済
・
軍
事
援
助
）
を
停
止
し
、「
ゴ

ン
ザ
レ
ス
修
正
」
の
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
が
当
該
機
関

の
ア
メ
リ
カ
人
理
事
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
国
に
よ
る
当
該
国

際
機
関
の
借
款
等
の
利
用
に
反
対
投
票
を
す
る
よ
う
指
令
し
、「
一

九
七
四
年
通
商
法
」
の
場
合
に
は
、
一
般
特
恵
制
度
の
恩
典
を
付

与
し
な
い
、
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
あ
る
「
そ

の
他
行
為
」
が
「
し
の
び
よ
る
収
用
」
な
い
し
「
間
接
収
用
」
を

指
し
て
い
る
。

　

以
上
の
詳
細
は
次
の
拙
著
に
記
し
て
あ
る
。
櫻
井
雅
夫
『
国
際

経
済
法
の
基
本
問
題
』
東
京
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九

三
年
。
第
五
章
。

（
6
）　

法
人
の
国
籍
に
関
し
て
は
、
次
の
拙
文
を
参
照
。
櫻
井
雅
夫

「
多
国
籍
企
業
の
法
律
問
題
―
法
人
の
国
籍
と
裁
判
管
轄
権
を
中
心

と
し
て
」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
五
九
巻
二
号
、
一

九
八
六
年
二
月
。
同
「
会
社
の
国
籍
（
一
～
二
）」『
法
学
研
究
』

第
六
一
巻
三
～
四
号
、
一
九
八
八
年
三
～
四
月
。
両
文
は
、
加
筆

修
正
後
に
、
次
の
著
書
に
収
録
。
櫻
井
『
国
際
経
済
法 

新
版
』
東

京
、
成
文
堂
、
一
九
九
二
年
。
第
一
〇
章
お
よ
び
一
一
章
。

（
7
）　

櫻
井
雅
夫
「
国
家
と
外
国
投
資
家
と
の
間
の
紛
争
」『
国
際
商

事
法
務
』
特
に
第
四
一
巻
四
～
五
号
（
二
〇
一
三
年
）。
そ
の
要
約

は
、
櫻
井
「
鉱
業
分
野
に
お
け
る
政
府
＝
外
国
投
資
家
間
紛
争
―

ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
事
件
を
中
心
に
」
岩
田
伸
人
編
『
日
本
・
モ

ン
ゴ
ル
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
研
究
』（
東
京
、
文
眞
堂
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
。

（
8
）　
「
し
の
び
よ
る
収
用
」
な
る
現
象
は
、
す
で
に
一
九
四
〇
年
代

に
ハ
ー
ツ
教
授
（John�H

.�H
erz.

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
）
が
指
摘
し

て

い

た
。H

erz,�

“Expropriation�for�Foreign�Property,

”

A
m

erican Journal of International Law
,�V

ol.35,�A
pr.�1941.�

p.251;�

間
接
収
用
に
関
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
ル
ー
ビ
ン
教
授

（Seym
our�J.�Rubin.�

ア
メ
リ
カ
ン
大
）
が
「
外
国
人
財
産
所
有

者
を
少
し
ず
つ
侵
蝕
し
、
死
に
至
ら
し
め
る
も
の
」
と
し
、

ウ
ォ
ー
ト
レ
ー
教
授
（Ben�A

.�W
ortley.

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
）

は
、
間
接
収
用
を
「
統
治
行
為
を
偽
装
し
て
所
有
者
か
ら
財
産
権

を
収
奪
す
る
行
為
」
と
し
て
い
る
。Rubin,�Private Foreign�

Investm
ent:�Legal &

 E
conom

ic R
ealities.�Baltim

ore:�Johns�
H

opkins �Press,�1956.�p.43;�W
ortley, �E

xpropriation in 
Public International Law

.�London:�Cam
bridge�U

niversity�
Press,�1959.�Chap.3.�

『
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
第
二
）
―
ア
メ
リ

カ
対
外
関
係
法
』
も
、
従
来
の
国
有
化
に
と
ど
ま
ら
ず
実
質
的
に

0

0

0

0

収
奪

0

0

す
る
国
家
行
為
を
外
国
人
財
産
の
徴
収
と
規
定
し
た
（
第
一

九
二
条
）。T

he�A
m

erican�Law
�Institute,�R

estatem
ent of 

the Law
 (Second);�Foreign R

elations Law
 of the U

nited  
States,�A

s�A
dopted�and�Prom

ulgated�by�the�A
m

erican�
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Law
�Institute.

（St.�Paul,�M
inn.;�A

m
erican�Law

�Institute�
Publishers,�1965

）�p.572.�

以
上
、
詳
し
く
は
次
の
記
述
を
参
照
。

櫻
井
雅
夫
『
国
際
経
済
法�

新
版
』
第
一
二
章
。

　
「
し
の
び
よ
る
収
用
」
な
い
し
間
接
収
用
の
分
野
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
の
仲
裁
判
断
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
前

出
『
国
際
経
済
法�
新
版
』
三
二
五
～
二
六
、
三
四
〇
～
四
二
ペ
ー

ジ
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
「
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
石
油
化

学
会
社
対
Ａ
Ｉ
Ｄ
事
件
―
ア
メ
リ
カ
仲
裁
協
会
仲
裁
判
断
」『
法
学

研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
七
八
巻
四
号
、
二
〇
〇
五
年
四
月
。

最
近
で
は
、
次
の
事
例
研
究
も
あ
る
。
松
本
加
代
『
規
制
と
間
接

収
用
―
投
資
協
定
仲
裁
判
断
例
が
示
す
主
要
な
着
眼
点
』
東
京
、

経
済
産
業
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
。

（
9
）　

本
稿
は
、
主
と
し
て
次
の
諸
資
料
に
拠
っ
て
い
る
。

　

K
han�Resources�Inc.,�A

nnual Inform
ation Form

：For 
the Y

ear E
nded Septem

ber 30, 2015 dated�as�of�
D

ecem
ber�11,�2015;�P

C
A

�C
ase�N

o.2011-09.�A
n�

A
rbitration�under�the�Founding�A

greem
ent�for�the�

C
reation�of�a�C

om
pany�w

ith�Lim
ited�Liability,�the�

Energy�Charter�T
reaty,�the�Foreign�Investm

ent�Law
�of�

M
ongolia,�and�the�A

rbitration�R
ules�of�the�U

nited�
N

ations�Com
m

ission�on�International�T
rade�Law

,�2010.�
K

han�Resour ces�Inc.,�K
han�Resour ces�B.V

.�and�CA
U

C�
H

olding�Com
pany�Ltd.�v.�T

he�Governm
ent�of�M

ongolia�

and�M
onA

tom
�LLC.�D

ecision�on�Jurisdiction;�Its�A
w

ard�
on�the�M

erits; Its N
otice�of�A

rbitration;�Letter�to�Prim
e�

M
inister�of�M

ongolia.�A
pril�15,�2010;�K

han�Files�Form
al�

Claim
�in�M

ongol ian�A
dm

ini strative�Court,�Reques ts�
Prim

e�M
inister

’s�A
ssistance�and�Provides�U

pdate�on�the�
CN

N
C�O

ffer.�A
ppendix�A

.�Letter�to�Prim
e�M

inister�of�
M

ongolia;�A
greem

ent�betw
een�the�Governm

ent�of�the�
U

nited�K
ingdom

�of�Great�Britain�and�N
orthern�Ireland�

and�the�Governm
ent�of�M

ongolian　

People

’s�Republic�for�
the�Prom

otion�and�Protection�of�Investm
ents;�K

han�
R

esources�Inc.,�Interim
 C

ondensed C
onsolidated 

Financial Statem
ents for the Y

ears E
nded Septem

ber 30, 
2018 and 2017;�

―
―,�Consolidated Financial Statem

ents,�
2010;�

―
―,�Press　

R
elease.�

（
以
上
、
各
記
述
の
標
記
で
Ｕ
Ｒ

Ｌ
を
検
索
・
参
照
）（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）;�Joe�

Zhang,�

“Tribunal�Found�M
ongolia�Liable�for�U

nlaw
ful�

Expropriation�and�A
w

arded�M
ore�T

han�U
S$80�M

illion�
in�D

am
ages,

”�Investm
ent T

reaty N
ew

s,�A
ugust�4,�2015;�

Bayar�Scharaw
,�T

he Protection of Foreign Investm
ents in 

M
ongolia: T

reaties, D
om

estic L
aw

, and �C
ontracts on 

Investm
ents in International Com

parison and A
rbitral 

P
ractice.�Frankfurt�am

�M
ein:�Springer�International�

Publishing�A
G,�2017.�p.129�et seq.
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（
10
）　

筆
者
は
、
金
属
鉱
物
探
鉱
促
進
事
業
団
（
現
、
石
油
天
然
ガ

ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
。
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
）
で
調
査
委
員
会
主

査
、
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
研
究
所
で
研
究
委
員
会
主
査
、
日
本
原

子
力
産
業
会
議
で
調
査
研
究
委
員
会
委
員
長
を
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し

て
い
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
で
ロ

シ
ア
・
東
シ
ベ
リ
ア
・
極
東
地
域
の
法
制
・
税
制
に
関
す
る
調
査

委
員
会
に
参
加
し
て
い
た
。
同
委
員
会
に
は
、
藤
原
淳
一
郎
教
授

（
慶
應
大
）
と
小
田
博
教
授
（
ロ
ン
ド
ン
大
）
が
参
加
さ
れ
て
い
た
。

一　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

　

モ
ン
ゴ
ル
北
東
部
ド
ル
ノ
ド
県
（Д

орнод аймаг/D
ornod 

aim
ag

）
に
あ
る
ウ
ラ
ン
鉱
床
は
世
界
有
数
の
存
在
。
モ
ン
ゴ
ル
の

フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
で
あ
る
（
図
1
）。
同
県
に
あ
る
ウ
ラ
ン
鉱
床
は

ソ
ビ
エ
ト
の
年
間
生
産
額
の
七
倍
相
当
と
も
い
わ
れ
る）

（（
（

。

　

本
稿
が
対
象
と
す
る
同
県
ダ
シ
ュ
バ
ル
バ
ル
郡
（Д

аш
балбар 

сум/D
ashbalbar sum

）
の
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
メ
イ

ン
の
鉱
床
（
第
二
鉱
床
）
と
サ
ブ
の
鉱
床
（
第
七
鉱
床
）
に
分
か
れ
、

前
者
は
モ
ン
ゴ
ル
＝
ロ
シ
ア
＝
ア
メ
リ
カ
（
当
初
）
の
国
際
合
弁
会

社
セ
ン
ト
ラ
ル
・
エ
イ
ジ
ア
ン
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
・
カ
ン
パ
ニ
ー

（
“Төв А

зийн уран

”  ХХ
К/Central  A

sia U
ranium

 Com
pany 

LLC.

）
（1
（

後
出
）
が
所
有
し
、
後
者
は
カ
ナ
ダ
の
カ
ー
ン
・
リ
ソ
ー
シ

●ドルノド鉱床

●マルダイ鉱床

●グルヴァン

　　ブラグ鉱床

ドルノド鉱床
第 2鉱床

（261 ヘクタール）

ライセンス 237A

第 7鉱床（243 ヘクタール）
追加ライセンス
9282X ドルノド鉱床地域の特別許

可書（ライセンス）図

ロシア

中 国

モンゴル

オユトルゴイ

エルデネト

クラスノカメンスク

首都
ウランバートル

ドルノド県

モン
ゴル
=プ
リア
ルグ
ン地
域

図 1　ドルノド鉱床地域と鉱床とライセンス

注 ：上図のモンゴル＝プリアルグン地域については、T. Batbold 論文
（本稿注 11）を参照。2006 年鉱物資源法に定める「戦略的重要鉱床」
（Deposit of Strategic Importance）のうちドルノド県にあるのは、3
つのウラン鉱床ドルノド、マルダイ、グルヴァンブラグ。右図
CAUC ドルノド鉱床は土屋春明報告（本稿注 15）より作成。
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図 2　ドルノド・ウラン・プロジェクト関係企業の所有構造
Wallace M. Mays

（アメリカ，コロラド）
ＲＯＳＡＴＯＭ

（ロシア）　2007 年設立
ＮＥＡ

（モンゴル）
ＭＲＡＭ

（モンゴル）

2005 年

ＳＰＣ
（モンゴル）

Mongol-Erdene Company
（モンゴル）

MonAtom Co., Ltd.
（モンゴル）
2009 年設立

JSC Atomenergoprom（holding co.）
（ロシア）　2007 年設立

ARMZ Uranium Holding Co.（旧 JSC 
AtomRedMetZoloto. 1992 設立）

（ロシア）　2008 年再編

PJSC Priargunsky Industrial 
Mining and Chemical Union

（ロシア）　1968 年設立

WM Mining Inc.
（アメリカ，コロラド）

1995 年設立

Central Asian Uranium Company LLC
（ＣＡＵＣ）

（モンゴル）　1995 年設立

Dornod Uranium LLC
（モンゴル）
2011 年設立？

World Wide Mongolia 
Mining Inc.（WWM）

（英領ヴァージン諸島）
1997 年設立

CAUC Holding
Company Ltd.

（英領ヴァージン
諸島）

Khan Resources LLC
（モンゴル）
2003 年設立

ドルノド・プロジェクト

Khan Resources 
Bermuda Ltd.

（英領バミューダ）
2003 年 1 月設立

Khan Resources Inc.
（カナダ，オンタリオ）

2002 年設立

Western 
Prospector
 Group Ltd.

（カナダ，オンタリオ）
1998 年設立

First 
Development 
Holdings Corp.

（香港）

CNNC
International

Ltd.
（ケイマン諸島）

2002 年設立

CNNC Overseas 
Uranium 

Holding Ltd
（香港）

中国核工業集団
有限公司

（ＣＮＮＣ.  中国）
1999 年設立

Western 
Prospector

 Mongolia LLC
( モンゴル )

Emeelt 
Mines LLC
( モンゴル )

Khan Resources B.V.
（オランダ）

2007 年 9 月設立

出資

出資

出資

出資

21％

出資

58％
出資

21％

出資

持分譲渡　1997 年

出資 58％

社名変更

譲渡持分

持分
譲渡

2003 年

1998 年 11 月　
第２鉱床ライセンス  

出資  100％ 2008 年 5 月 25％ 75％

2005 年 4 月
第７鉱床ライセンス譲渡

追加鉱床
ライセンス

譲渡

約 69％
買収

2009 年
74％？出資

出資 100％

出資 100％

出資 100％

追加鉱床ライセンス譲渡に関する最終契約締結
2008 年　持分 75％　譲渡

2008 年 5 月　　出資  75％

出
資
　
75
％

出
資
49
％

出
資
51
％

２
０
０
６
年
　
持
分
譲
渡

２
０
０
１
年
　
持
分
譲
渡

出資

100％

100％

89.85％（2013 年）

33¹⁄₃％ 33¹⁄₃％

持分譲渡

33¹⁄₃％

2004 年
4 月

（9282X）

↓
↓ ↓

譲渡（237A）

各 100％

↓

注�：図の右中ほどに記した Dornod　Uranium�LLC（Дорнод Ураны XXK）設立の顛末については、本稿二・5
および注 41 参照。カーン ･ カナダ社の海外子会社が存在する国 ･ 海外領土の殆どの場合、グループ法人間
の利益分配、当該関連会社のキャピタルゲイン等は非課税であり、二重課税防止条約も締結されているが、
租税情報交換協定が締結されている場合もある。

出所�：筆者がカーン ･ カナダ社の諸資料を基に 2012 年に作成した図を、その後の同年 7 月の仲裁裁判管轄権
決定と 2015 年 3 月の仲裁裁判最終判断と同社の 2014 年度情報様式（2015 年 12 月末現在）等に基づいて
全面的に修正し、内容を一新した。
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ズ
（K

han�Resources�Inc.�

以
下
「
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
」
図
2
、

3
）
が
所
有
し
探
査
に
携
わ
っ
て
き
た
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
に
カ
ナ
ダ
、
オ
ン

タ
リ
オ
州
事
業
法
人
法
（O

ntario�Business�Corporation�A
ct

））
（1
（

に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
ト
ロ
ン
ト
市
で
登
記
し
同
市
に
主
た
る
事

務
所
を
置
い
て
い
た
。
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
ト
ロ
ン
ト
証
券
取
引
所

（
Ｔ
Ｓ
Ｘ
）
に
上
場
し
て
き
た
が）

（1
（

、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
の
紛
争
の
解

決
後
、
事
業
を
清
算
し
、
新
規
事
業
を
手
が
け
て
い
る
（
本
稿
三
・

17
参
照
）。

（
11
）　Bruce�Pannier,�

“Canadian�M
ining�Com

pany�Faces�
T

roubles�in�M
ongolia.

”�A
pril�3,�2010.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈https://w
w

w
.rferl�.org/a/Canadian_M

ining_Com
pany_

Faces_T
roubles_In_M

ongolia/2001788.htm
l

〉;�

“Russian�
T

akeover�of�M
ongolia�D

ornod�U
ranium

�D
eposits,�Sw

ap�
D

ebt�to�Equity.

”�M
ining See,�A

pril�3,�2016

（Source
：

Frontera

）.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.m
iningsee.

eu/russian takeoverofm
ongoliadornoduranium


depositssw

apdept�toequity/

〉;�T
.�Batbold,�U

ranium
 

Favourability and E
valuation in M

ongolia 

（Phase II

）: 
R

ecent E
vents in U

ranium
 R

esources and Production in 
M

ongolia. �

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://inis.iaea.org/

collection/N
CLCollectionStore/Public/33/003/3303345.

pdf.

〉（
以
上
、
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
12
）　

モ
ン
ゴ
ル
会
社
法
上
、
Ｌ
Ｌ
Ｃ
（Lim

ited�Liability�
Com

pany

）
に
は
資
本
金　
（charter�fund

）
の
最
低
額
が
定
め

ら
れ
て
い
る
（
第
三
二
条
）。
会
社
法
の
政
府
非
公
式
英
訳
版�

は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.w
ipo.int/edocs/

lexdocs/law
s/en/m

n/m
n011en.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一

八
年
一
二
月
）

（
13
）　

原
文
は
、
“Business�Corporations�A

ct,

”�R.S.O
.

（Revised�
Statutes�of�O

ntario

）1990,�c.�B.16.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈https://w
w

w
.ontario.ca/law

s/statut/90b16#BK
0

（
ア
ク

セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
14
）　

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
報
道
を
得
意
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
通
信
社

N
ew

sBase�Ltd.

の
ロ
ッ
ク
ハ
ー
ト
（Richard�Lockhart

）
上
席

編
集
員
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
「
マ
イ
ナ
ー
な
―
―

ト
ロ
ン
ト
上
場
の
―
―
ウ
ラ
ン
探
査
企
業
」
で
あ
り
、
カ
ナ
ダ
の

上
場
会
社
専
門
誌Listed

に
よ
れ
ば
、
マ
イ
ク
ロ
ジ
ュ
ニ
ア
の
鉱

山
会
社
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。Bruce�Pannier,�op.cit.;�

“Khan�Resources:�From
�M

iner�to�Collection�A
gent.

”�
Listed M

agazine,�O
ctober�10,�2015.

　

カ
ナ
ダ
の
証
券
取
引
所
で
い
う
ジ
ュ
ニ
ア
鉱
山
会
社
は
、
時
間

と
労
力
と
資
金
を
専
ら
新
規
の
資
源
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
注
ぎ
込
み
、

所
得
は
新
株
発
行
か
ら
得
る
。
な
か
で
も
マ
イ
ク
ロ
ジ
ュ
ニ
ア
鉱
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山
会
社
は
小
規
模
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
え
る
。

二　

摩
擦
・
紛
争
の
経
緯

1　

旧
モ
ン
ゴ
ル
＝
ソ
ビ
エ
ト
間
秘
密
協
定

　

ド
ゥ
ラ
プ
ラ
ス
博
士
（M

.�Grégory�D
elaplace.�

パ
リ
第
一
〇

大
学
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
～
九
〇
年
ま
で
は
、
社
会
主
義
国
当

時
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
は
旧
ソ
ビ
エ
ト
と
の
間
で
秘
密
協
定
が

交
わ
さ
れ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
ソ

ビ
エ
ト
地
質
省
に
対
し
て
地
質
探
査
に
よ
る
天
然
資
源
の
埋
蔵
状
況

を
確
認
す
る
作
業
の
実
施
を
認
め
る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ

ル
領
域
の
調
査
は
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
終
了
し
、
四
つ
の
鉱
床
区
が
確

認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
北
東
部
か
ら
南
西
部
に
広
が
る

モ
ン
ゴ
ル
＝
プ
リ
ア
ル
グ
ン
（M

ongolPriargun

）
鉱
床
地
帯
で

あ
る
（
図
1
）。
こ
の
地
帯
に
あ
る
ド
ル
ノ
ド
の
マ
ル
ダ
イ

（М
ардай/M

ardai.�

図
1
）
で
、
ソ
ビ
エ
ト
側
が
一
九
七
七
年
に

ウ
ラ
ン
鉱
床
を
発
見
。
そ
こ
で
同
年
、
再
び
両
国
は
秘
密
協
定
を
交

わ
し
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
が
モ
ン
ゴ
ル
領
域
で
ウ

ラ
ン
開
発
を
進
め
る
こ
と
を
認
め
た）

（1
（

。

　

マ
ル
ダ
イ
鉱
山
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
の
両
国
間�

秘
密
協
定
に
基
づ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が
ソ
ビ
エ
ト
旧
地
質
省�

傘
下
の
ゲ
オ
ロ
ゴ
ラ
ズ
ベ
ヅ
カ
社
（О

О�

“Геологоразведка

”/
Geologorazvedka�LLC

）�

に
対
し
て
採
掘
を
認
可
し
て
き
た
。
一

九
八
八
年
（
共
産
主
義
下
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
の
時
代
）
か
ら

一
九
九
五
年
ま
で
は
、
ア
ト
ム
レ
ド
メ
ト
ゾ
ロ
ト
社
（A

O�

“Атомредметзолото

”/�JSC�A
tom

RedM
etZoloto.�

現A
RM

Z�
U

ranium
�H

olding�Co.�

以
下
「
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
」）

（1
（

）
傘
下
の
プ
リ
ア�

ル
グ
ン
ス
キ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
・
マ
イ
ニ
ン
グ
・
ア
ン
ド
・
ケ�

ミ
カ
ル
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
社
（О

А
О�

“Приаргунский 
производственны

й горно-хим
ический ком

бинат

”/JSC�
Priargunsky�Prodction�M

ining�and�Chem
ical�Enterprise.�

以
下
「
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
」
図
2
）
が
、
ド
ル
ノ
ド
第
二
鉱
床
、

第
二
鉱
体
（
ド
ル
ノ
ド
第
二
号
）
と
し
て
知
ら
れ
る
露
天
堀
鉱
山
か

ら
採
掘
を
し
て
い
た）

（1
（

。

　

ブ
ラ
グ
博
士
（U

radyn�E.�Bulag.�

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）
に

よ
れ
ば
、
鉱
山
の
町
は
秘
密
の
存
在
で
、
政
府
が
そ
れ
を
明
ら
か�

に
し
た
の
は
一
九
八
九
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
シ
ベ
リ
ア
、�

旧
チ
タ
（Чита/Chita

）
州
の
ク
ラ
ス
ノ
カ
メ
ン
ス
ク

（К
раснокаменск/K

rasnokam
ensk. �

図
1
右
上
）
ま
で
は
鉄
道

が
存
在
し
た
も
の
の
、
地
図
の
上
に
は
鉱
山
の
町
と
同
じ
く
書
き
込

み
が
な
く
、
こ
の
鉄
道
は
モ
ン
ゴ
ル
の
町
と
役
所
を
バ
イ
パ
ス
し
て

専
ら
ロ
シ
ア
に
ウ
ラ
ン
鉱
石
を
輸
送
す
る
た
め
に
だ
け
利
用
さ
れ
て
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い
た
と
い
う）

（1
（

。
ソ
ビ
エ
ト
向
け
輸
出
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
八
八
年

で
あ
る）

（1
（

。
鉄
道
で
運
ば
れ
た
ウ
ラ
ン
は
、
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
の

プ
ラ
ン
ト
で
最
終
加
工
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
は
資
金
不
足
と
ソ

ビ
エ
ト
崩
壊
後
の
需
要
急
落
・
価
格
低
迷
に
よ
り
、
一
九
九
五
年
半

ば
に
操
業
を
停
止
、
八
一
年
秘
密
協
定
は
効
力
を
失
い
、
ウ
ラ
ン
鉱

山
は
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
管
理
下
に
戻
さ
れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
撤
退
後
、

閉
鎖
さ
れ
て
い
た
鉱
山
の
開
発
に
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ォ
ー
レ
ス
・
メ
イ

ズ
（W

allace�M
.�M

ays
）
氏
が
参
加
し
て
き
た）

19
（

。
モ
ン
ゴ
ル
、
ロ

シ
ア
両
政
府
は
、
メ
イ
ズ
氏
を
取
り
込
ん
で
再
び
開
発
を
進
め
る
こ

と
に
な
る）

1（
（

。

（
15
）　

D
elaplace,�

“Neighbours�and�T
heir�R

uins:�
R

em
em

bering�F
oreign�Presences�in�M

ongolia,

”�in�
Frontie r E

ncounters:�K
now

led ge and P
ractice at the 

R
ussian, Chinese and M

ongolian Border,�ed.�by�Franck�
B

illé,�G
régory�D

elaplace�and�C
aroline�H

um
phrey.�

Cam
bridge,U

.K
.:�O

pen�Book�Publishers.�2012.�pp.211-233,�
215.�

な
お
、
次
の
記
述
も
参
照
。
土
屋
春
明
『
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ラ

ン
鉱
床
と
開
発
の
現
状
』『
金
属
資
源
レ
ポ
ー
ト
』（
Ｊ
Ｏ
Ｇ
Ｍ
Ｅ

Ｃ
）
第
三
八
号
（
二
〇
〇
八
年
五
月
）
所
収
。
特
に
「
1�

モ
ン
ゴ

ル
の
ウ
ラ
ン
探
査
の
歴
史
」
の
項
。

（
16
）　
Ｊ
Ｓ
Ｃ
（Joint�Stock�Com

pany

）
は
ロ
シ
ア
語
で
Ｏ
Ａ
Ｏ
。

二
〇
一
四
年
九
月
の
法
改
正
で
廃
止
さ
れ
、
Ｐ
Ａ
Ｏ
（
公
開
会
社
）

に
変
更
さ
れ
た
。

（
17
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.43;�Respondents

’�Mem
orial�on�Jurisdiction,�

para.13;�Claim
ants

’�Counterm
em

orial�on�Jurisdiction,�
paras.36,�38;�H

earing�T
ranscript�

（jurisd.

）16:10-13;�
M

em
orial,�paras.20-21;�Statem

ent�of�D
efence,�para.18.

（
18
）　U

radyn�E
.�B

ulag,�N
ationalism

 and H
ybridity in 

M
ongolia. O

xford: �Claredon,�1998.

（
19
）　Robert�L.�W

orden�and�A
ndres�M

.�Savada,�M
ongolia: 

A
 Country Study.W

ashington,�D
.C.:�Library�of�Congress,�

1991�p.xxxv.

（
20
）　

メ
イ
ズ
氏
は
ア
メ
リ
カ
出
身
の
鉱
山
事
業
家
。W

M
�M

ining

（
図
2
）
を
設
立
し
た
後
、
二
〇
〇
六
年
に
鉱
山
開
発
に
縁
の
な
い

ク
レ
メ
ン
ト
（R.�F.�Clem

ent

）
氏
と
共
同
で
、
カ
ナ
ダ
の
休
眠

会
社
（shell�com

pany

）
で
あ
るPow

ertech�Industries

の
リ

バ
ー
ス
マ
ー
ジ
ャ
ー
で
合
併
しPow

ertech�U
ranium

を
設
立
し

た
が
、
二
〇
一
四
年
に
は
同
社
が
リ
バ
ー
ス
マ
ー
ジ
ャ
ー
で

A
zarga�Resources

に
取
得
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
後
か
ら
の
メ

イ
ズ
氏
の
事
業
活
動
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。

（
21
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�Claim

ants

’�Reply�
on�the�M

erits�and�Q
uantum

�dated�2�8�June�2013,�para.18;�
A

w
ard�on�the�M

erits,�para.43;�Sheldon�R.�Severinghaus,�
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“Mongolia�in�1998�and�1999:�Past,�Present,�and�Future�at�
the�N

ew
�M

illennium
,

”�A
sian Survey�

（U
niversity�of�

California

）,�V
ol.40,�N

o.1,�Jan./Feb.�2000,�p.135;�Ian�Jeffries,�
M

ongolia: A
 G

uide to E
conom

ic and P
olitical 

D
evelopm

ents.�London;�N
ew

�Y
ork:�Routledge,�2007.

2　

国
際
合
弁
会
社
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
設
立

　

一
九
九
五
年
六
月
三
日
、
ロ
シ
ア
の
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
と
モ

ン
ゴ
ル
国
営
の
エ
ル
デ
ネ
社
（Э

рдэнэ/Erdene.�

以
下
「
エ
ル
デ

ネ
」
図
2
右
上
）
が
、
前
出
の
メ
イ
ズ
氏
の
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ

（W
M

�M
ining�Incorporated

）
と
の
合
弁
で
ウ
ラ
ン
探
査
・
採

掘
に
関
わ
る
「
ド
ル
ノ
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
推
進
す
る
た
め
、

モ
ン
ゴ
ル
に
「
セ
ン
ト
ラ
ル
・
エ
イ
ジ
ア
ン
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
・
カ
ン

パ
ニ
ー
」（
“Төв А

зийн Уран

”� ХХ
К/Central�A

sian�U
ranium

�
Com

pany�LLC.�

以
下
「
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
」）
を
創
設
す
る
こ
と
で
合
意

し
た
。

　

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
設
立
に
携
わ
っ
た
右
三
社
が
作
成
し
た
文
書
は
、
次
の

三
つ
で
あ
る）

11
（

。

・
合
弁
会
社
設
立
基
本
協
定
（Founding�A

greem
ent

）

・
モ
ン
ゴ
ル
東
部
県
に
お
け
る
鉱
床
の
開
発
に
関
す
る
協
定

（A
greem

ent�on�D
evelopm

ent�of�M
ineral�D

eposits�in�

Eastern�A
im

ak�of�M
ongolia

）

・
合
弁
会
社
定
款
（Com

pany�w
ith�Lim

ited�Liability�

“Central�A
sian�U

ranium
�Com

pany�of�M
ongolia�of�the�

M
ongolianRussianA

m
erican�V

enture

”）

（
合
弁
会
社
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
持
分
権
者
は
、
後

に
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
の
持
分
権
者
に
変
更
。
図
2
）

　

鉱
床
開
発
協
定
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
質
鉱
業

省
（Э

рчим
 хүч, геологи, уул уурхайн яам/M

inistry�of�
Energy,�Geology�and�M

ining

）
の
代
表
者
も
署
名
を
し
て
い
る）

11
（

。

　

設
立
協
定
の
準
拠
法
は
モ
ン
ゴ
ル
法
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
事
者

間
の
紛
争
が
仲
裁
に
付
託
さ
れ
た
場
合
に
適
用
す
べ
き
規
定
が
モ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ゴ
ル
法
に
存
在
し
な
い
と
き
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
に
従
っ
て
規

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

律
さ
れ
解
釈
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

（
本
項
三
・
9
。
参
考
ま
で
に
、
注
68
の
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
教
授
の
項
も
参
照
））

11
（

。

［
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
］　

同
社
は
、
ダ
シ
ュ
バ
ル
バ
ル
郡
に
お
け
る
採
掘
の
ラ

イ
セ
ン
ス
保
有
者
に
な
る
。
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
・
ス
タ
デ
ィ
（
Ｆ

／
Ｓ
）
の
作
成
と
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
も
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
が
行
い
、
一
九

九
五
年
に
こ
れ
を
完
了
さ
せ
て
い
る
。

　

一
九
九
八
年
一
一
月
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
か
ら
採
掘
ラ
イ
セ
ン

ス
二
三
七
Ａ
号
を
移
譲
さ
れ
（
図
2
。
後
述
）、
第
二
鉱
床
（
約
二

六
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
と
第
七
鉱
床
又
は
第
七
鉱
体
（
約
二
四
三
ヘ
ク
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タ
ー
ル
）
と
し
て
知
ら
れ
る
地
下
鉱
床
の
双
方
の
鉱
区
に
あ
る
放
射

性
鉱
物
資
源
の
採
掘
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た）

11
（

（
図
1
右

下
）。

　

二
〇
〇
〇
年
九
月
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
公
租
公
課
の
節
約
を
申
請
し
た

こ
と
か
ら
、
ラ
イ
セ
ン
ス
対
象
鉱
区
は
三
分
の
一
未
満
に
縮
小
さ
れ）

11
（

、

第
七
鉱
床
は
こ
の
新
し
い
鉱
区
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
五
年
四
月
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
ウ
エ
ス
タ
ン
・
プ

ロ
ス
ペ
ク
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
社
（W

estern�Prospector�Group�
Ltd.

）
に
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
を
支
払
う
こ
と
を
条�

件
に
ウ
エ
ス
タ
ン
・
プ
ロ
ス
ペ
ク
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
社
か
ら
探
査�

ラ
イ
セ
ン
ス
九
二
八
二
Ｘ
号
を
取
得
し
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
こ

れ
を
モ
ン
ゴ
ル
に
設
立
し
た
カ
ー
ン
・
リ
ソ
ー
シ
ズ
社
（
“Хан 

Ресорсез

”� ХХ
К/K

han�Resources�LLC.�
以
下
「
カ
ー
ン
・
モ

ン
ゴ
リ
ア
」。
後
出
）
に
移
譲
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
述
の
鉱
業
（
採

掘
）
ラ
イ
セ
ン
ス
に
、
そ
れ
ま
で
除
外
さ
れ
て
い
た
第
七
鉱
床
の�

探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
が
追
加
さ
れ
、
カ
ー
ン
側
は
、
二
つ
を
合
わ�

せ
て
「
鉱
業
・
探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
」（M

ining�and�Exploration�
License

）
と
呼
ん
だ）

11
（

。

　

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
当
初
の
モ
ン
ゴ
ル
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
三

社
の
出
資
比
率
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

・
エ
ル
デ
ネ
社
…
…
…
…
…
…
…
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

・
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
…
…
…
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

・
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
…
…
…
…
三
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト）

11
（

［
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
］　

こ
れ
ら
の
取
決
め
の
下
で
、
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ

ン
グ
社
は
二
〇
〇
万
ド
ル
の
資
本
金
拠
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
た）

11
（

。
同

社
は
、
前
出
の
メ
イ
ズ
氏
が
全
額
出
資
で
設
立
し
た
ア
メ
リ
カ
、
コ

ロ
ラ
ド
州
の
有
限
責
任
会
社
で
あ
る）

19
（

。
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
一

連
の
株
式
・
持
分
取
引
を
通
じ
て
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
Ｗ
Ｍ
マ
イ

ニ
ン
グ
社
の
シ
ェ
ア
の
間
接
的
な
保
有
者
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
九
六
年
、
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
に
対
し
て
は
さ
ら
に
六
〇
〇

万
ド
ル
の
追
加
出
資
と
、
産
品
全
量
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
資
本�

主
義
国
型
の
経
営
援
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
要
求
を
受
け
た
同�

社
は
、
一
九
九
六
年
一
二
月
一
二
日
、「
持
分
再
配
分
取
決
め
」

（A
greem

ent�on�CA
U

C

’s�Share�Redistribution

）
に
よ
り
、

当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
追
加
出
資
を
行
っ
た
た
め
、
三
者
は
Ｃ
Ａ
Ｕ

Ｃ
に
お
け
る
出
資
比
率
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

・
エ
ル
デ
ネ
社
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

・
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
…
…
…
…
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

・
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
…
…
…
…
…
五
八
パ
ー
セ
ン
ト）

1（
（

一
九
九
七
年
二
月
二
七
日
、
モ
ン
ゴ
ル
国
家
安
全
保
障
理
事
会

（Ү
ндэсний аю

улгүй байдлы
н зөвлөл/N

ational �Security�
Council

）
が
こ
の
出
資
変
更
を
承
認
し
て
い
る
。



カーン・カナダ社対モンゴル政府事件（一）

85

［
Ｗ
Ｗ
Ｍ
社
］　

一
九
九
七
年
七
月
、
メ
イ
ズ
氏
は
、
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン

グ
社
の
持
分
と
そ
れ
に
伴
う
権
利
・
義
務
を
別
会
社
に
譲
渡
す
る
こ

と
を
決
定
。
そ
の
た
め
の
会
社
と
し
て
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
英

領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
法
人
の
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
・
マ

イ
ニ
ン
グ
社
（W

orld�W
ide�M

ongolia�M
ining�Inc.�

以
下
「
Ｗ

Ｗ
Ｍ
」）
を
設
立
し
、
同
月
二
三
日
、
エ
ル
デ
ネ
社
と
プ
リ
ア
ル
グ

ン
ス
キ
社
は
、
Ｗ
Ｍ
マ
イ
ニ
ン
グ
社
の
Ｗ
Ｗ
Ｍ
社
へ
の
譲
渡
を
了
承

し
た
（
図
2
）。

［
Ｓ
Ｐ
Ｃ
］　

そ
の
後
二
〇
〇
一
年
九
月
二
七
日
付
命
令
第
一
二
八
号

に
よ
っ
て
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
社
の
社
員
（
持
分
権
者
）
総
会
で
モ
ン
ゴ
ル

を
代
表
す
る
エ
ル
デ
ネ
社
の
権
限
が
終
了
し
、
代
わ
っ
て
同
年
一
一

月
に
モ
ン
ゴ
ル
鉱
物
資
源
管
理
庁
（А

ш
игт M

алтмалы
н Газар/�

M
ineral�Resources�A

uthority�of�M
ongolia.�

以
下
「
Ｍ
Ｒ
Ａ

Ｍ
」）
が
権
限
を
付
与
さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
三
月
二
八
日
に
は
、

Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｍ
の
権
限
が
、
モ
ン
ゴ
ル
国
有
財
産
委
員
会
（Төрийн 

өмчийн хороо/State�Property�Com
m

ittee�of�M
ongolia.�

以

下
「
Ｓ
Ｐ
Ｃ
」）
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。

［
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
］　

他
方
、
二
〇
〇
三
年
、
カ
ー
ン
・
カ

ナ
ダ
社
は
、
メ
イ
ズ
氏
が
全
額
所
有
す
る
カ
ー
ン
・
リ
ソ
ー
シ
ズ
・

バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
（K

han�Berm
uda�Ltd.�

以
下
「
カ
ー
ン
・
バ

ミ
ュ
ー
ダ
」）
を
取
得
す
る
た
め
に
メ
イ
ズ
氏
と
の
交
渉
に
入
っ
た
。

そ
の
結
果
、
二
〇
〇
三
年
七
月
三
一
日
付
「
持
分
交
換
取
決
め
」

（Share�Exchange�A
greem

ent

）
に
基
づ
い
て
、
メ
イ
ズ
氏
は

Ｗ
Ｗ
Ｍ
社
に
お
け
る
自
己
の
所
有
持
分
を
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社

に
譲
渡）

11
（

、
さ
ら
に
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
で
所
有
す
る
持
分
を
す

べ
て
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
に
譲
渡
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
ー
ン
・

カ
ナ
ダ
社
は
英
領
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
法
人
Ｗ
Ｗ
Ｍ
社
の
所
有
者
と

な
っ
た
（
図
2
））

11
（

。

［
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
］　

二
〇
〇
四
年
、
Ｗ
Ｗ
Ｍ
社
は
社

名
を
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
・
カ
ン
パ
ニ
ー
（CA

U
C�

H
olding�Co.�Ltd.�

以
下
「
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
」）
に
変

更
し
た
（
図
2
）。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｗ
Ｍ
Ｍ
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
で
所
有
し

て
い
た
持
分
は
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
と
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

社
が
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
更
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
三

一
日
の
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
社
員
（
出
資
者
／
持
分
権
者
）
総
会
で
確
認
さ
れ
、

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お
け
る
持
分
所
有
数
を
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
採
択

さ
れ
た
。

・
Ｓ
Ｐ
Ｃ
（
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
代
理
）
…
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

・
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
…
…
…
…
…
…
二
一
パ
ー
セ
ン
ト

・
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
…
…
…
五
八
パ
ー
セ
ン
ト）

11
（

　

右
の
決
議
以
降
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
か
ら
の
代
表
で
構
成
す

る
各
種
の
経
営
委
員
会
会
合
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
え
て
き
た
。

［
モ
ン
ア
ト
ム
社
］　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
二
月
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
お

け
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
持
分
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
が
全
額
所
有
支
配
す
る
モ

ン
ゴ
ル
法
人
モ
ン
ア
ト
ム
（
“Мон-А

том

”ХХ
К/M

onA
tom

�LLC.�

以
下
「
モ
ン
ア
ト
ム
」）
に
譲
渡
さ
れ
た）

11
（

。
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
Ｓ

Ｐ
Ｃ
に
代
わ
っ
て
ウ
ラ
ン
探
査
・
開
発
に
従
事
し
、
ウ
ラ
ン
・
核
開

発
事
業
す
べ
て
に
お
け
る
政
府
の
持
分
を
代
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
発
効
の
「
原
子
力
エ
ネ
ル

ギ
ー
法
」（Ц

өмийн Э
нергийн хууль/N

uclear�Energy�Law
.

以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｌ
」））

11
（

に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁
（Ц

өмийн Э
нергийн А

гентлаг/N
uclear�Energy�A

gency.�

以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ａ
」）
と
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
権
限
と
支
配
の
下
に
置
か
れ
た
。

二
〇
〇
九
年
五
月
現
在
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
な
か
で
モ

ン
ゴ
ル
の
権
益
を
代
表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
図
2
）。

［
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
］　

カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
は
、
カ
ー

ン
・
カ
ナ
ダ
社
が
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
自
社
の
活
動
の
調
整
を
支
援

す
る
た
め
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
七
日
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

本
来
、
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
の
持
分
は
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ

社
が
所
有
し
て
い
た
が
（
図
2
）、
前
述
の
と
お
り
、
カ
ー
ン
・
カ

ナ
ダ
社
は
ラ
イ
セ
ン
ス
を
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
に
移
譲
し
た
。

［
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
］　

二
〇
〇
七
年
九
月
五
日
、
カ
ー
ン
・
カ

ナ
ダ
社
は
、
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
を
保
有
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
カ
ー
ン
・
リ
ソ
ー
シ
ズ
社
（K

han�Resources�
B

.V
.�

〈B

ベ
ス
ロ
ー
テ
ン
・
ヴ
ェ
ン
ノ
ー
ツ
ハ
ッ
プ

esloten
V

en
n

ootsch
ap�m

et�b
ep

erk
te�

aansprakelijkheid

〉�

非
公
開
有
限
責
任
会
社
。
以
下
「
カ
ー
ン
・

オ
ラ
ン
ダ
」）
を
設
立
し
た
。
翌
二
〇
〇
八
年
五
月
二
八
日
、
外
国

投

資

貿

易

庁
（Гадаады

н Х
өрөнгө О

руулалт, Гадаад 

Х
удалдааны

 А
гентлаг/Foreign�Investm

ent�and�T
rade�

A
gency�of�M

ongolia.�

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
は
、
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ

ア
社
が
持
分
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
カ
ー
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
社
に
譲
渡

す
る
こ
と
を
記
録
し
、
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ

社
に
残
し
た
こ
と
を
示
す
「
外
国
設
立
会
社
証
書
」�（Certificate�

of�Foreign�Incorporated�Com
pany

）
を
発
給
し
た）

11
（

（
図
2
）。

（
22
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.23;�C

laim
ants

’�Counterm
em

orial.�
paras.40,�42.

（
23
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09�para.23;�H

earing�
T

ranscript�17.
（
24
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.69.

（
25
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�



カーン・カナダ社対モンゴル政府事件（一）

87

M
erits,�para.54.

（
26
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.55.

（
27
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.56.

カ
ー
ン
側
は
、
縮
小
さ
れ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
が
対

象
と
す
る
鉱
区
を
「
主
た
る
所
有
物
」（M

ain�property

）
と
呼

び
、
探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
が
対
象
と
す
る
鉱
区
を
「
追
加
所
有
物
」

（A
dditional�property

）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
側

は
、
前
者
を
「
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
所
有
物
」、
後
者
を
「
カ
ー
ン
所
有
物
」

と
呼
ん
で
い
た
。

（
28
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.46;�Claim

ants

’�Mem
orial�on�the�M

erits�and�
Q

uantum
�dated�7��D

ecem
ber�2012,�para.29;�Statem

ent�of�
D

efence.�para.31.

（
29
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�D

ecision�on�
Jurisdiction,�para.23;�A

w
ard�on�the�M

erits,�para.44;�
Claim

ants

’�Mem
orial�on�the�M

erits�and�Q
uantum

�dated�
7��D

ecem
ber�2012,�paras.14,�23;�Statem

ent�of�D
efence,�

para.22.

（
30
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.44;�Statem

ent�of�D
efence,�para.22;�

コ
ロ
ラ
ド

の
有
限
責
任
会
社
法
は
、Colorado�Revised�Statutes�2016.�

T
itle�7��Corporations�and�A

ssociations.�A
rticle�80.�Lim

ited�

Liability�Com
panies.

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://leg.

colorado.gov/sites/default/files/im
ages/olls/crs2016

title07.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
31
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.46;�Claim

ants

’�Mem
orial�on�the�M

erits�and�
Q

uantum
�dated�7��D

ecem
ber�2012,�para.29;�Statem

ent�of�
D

efence,�para.31.

（
32
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.47;�Statem

ent�of�D
efence,�paras.41,�42.

（
33
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�N

otice�of�A
rbitra

tion,�paras.25,�26.�

カ
ー
ン
・
バ
ミ
ュ
ー
ダ
社
に
お
け
る
メ
イ
ズ
氏

の
持
分
が
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
に
譲
渡
さ
れ
た
対
価
と
し
て
、
カ
ー

ン
・
カ
ナ
ダ
は
自
社
が
発
行
す
る
株
式
を
メ
イ
ズ
が
所
有
す
る
別

の
会
社
に
割
り
当
て
、
メ
イ
ズ
氏
を
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
に
お
け
る

四
二
・
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
最
大
（
間
接
）
株
主
に
さ
せ
た
。

Statem
ent�of�D

efence,�para.42.�A
w

ard�on�the�M
erits,�

para.47.

（
34
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.49;N

otice�of�A
rbitration,�paras.26,�27.

（
35
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.48;�C

laim
ants

’�Counter-m
em

orial�on�
Jurisdiction,�paras.56,�62,�68;�Claim

ants

’�Mem
orial�on�the�

M
erits�and�Q

uantum
�dated�7��D

ecem
ber�2012,�para.30.
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（
36
）　Law

�of�M
ongolia�on�N

uclear�Energy.�

政
府
非
公
式
英
語

版
は
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://legalpolicy.m

n/uploads/
files/143703289285658440.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一

二
月
）

（
37
）　Ibid.,�para.50.

（
38
）　Ibid.

3　

ラ
イ
セ
ン
ス
の
停
止

　

以
上
の
カ
ー
ン
側
に
対
す
る
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
処
遇
に
ほ
ぼ
並
行

し
て
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
ロ
シ
ア
政

府
の
積
極
的
な
関
与
が
め
だ
っ
て
く
る
。

　

ま
ず
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
首
相
（
当
時
）
の
モ
ン
ゴ
ル
訪
問
に

先
立
つ
二
〇
〇
九
年
四
月
中
旬
、
国
家
特
別
検
査
局
（Улсы

н 

М
эргэж

лийнты
н газар/State�Specialized�Inspection�

A
gency.　

Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ａ
）
の
検
査
官
が
サ
イ
ト
を
訪
問
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
立
入
り

0

0

0

検
査
0

0

を
行
う
。
次
い
で
翌
五
月
、
プ
ー
チ
ン
首
相
が
モ
ン
ゴ
ル
を
訪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

問
し
0

0

、
ロ
シ
ア
の
積
極
参
加
の
意
欲
を
示
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
と
も
に
ロ
シ
ア
政
府

が
前
出
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
を
積
極
的
に
後
押
し
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
の
親
会
社
で
あ
る
国
営
原
子
力
企
業

Ｐ
Ｏ
Ｃ
А
Т
О
М
／
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
（
以
下
「
ロ
ス
ア
ト
ム
」）

と
モ
ン
ゴ
ル
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
、「
ウ
ラ
ン
探
査
及
び
原
子
力
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
に
関
す
る
覚
書
」
と
「
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
人
材

育
成
に
関
す
る
覚
書
」
に
署
名
す
る
。

　

プ
ー
チ
ン
首
相
訪
問
の
二
カ
月
後

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は

0

0

0

0

0

0

0

、
カ
ー
ン

0

0

0

側
に
与
え
て
い
た
ラ
イ
セ
ン
ス
の
停
止
に
と
り
か
か
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
七
月
一
五

日
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｍ
か
ら
、
前
述
の
四
月
中
旬
の
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ａ

に
よ
る
立
入
り
検
査
の
結
果
で
は
モ
ン
ゴ
ル
法
に
違
反
し
て
い
る
の

で
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
が
保
有
す
る
ド
ル
ノ
ド
の
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
一
時

0

0

0

0

0

0

0

0

停
止
0

0

（tem
porary�suspension

）
と
す
る
旨
の
通
告
を
受
け
取
る
。

Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｍ
が
指
摘
し
た
の
は
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
が
埋
蔵
量
を
国
家
登
録
総

局
（Улсы

н нэгдсэн бүртгэлийн/State�Integrated�Registry

）

に
登
録
せ
ず
鉱
物
審
議
会
（M

inerals�Council

）
の
承
認
を
取
得

し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ

側
は
、
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
〇
八
年
の
二
回
に
亙
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
法

に
従
っ
て
Ｍ
Ｒ
Ａ
Ｍ
に
登
録
の
た
め
埋
蔵
量
の
算
定
資
料
を
提
出
し

た
と
主
張
し
て
い
る
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
ド
ー
ク
（Jam

es�B.�C.�D
oak

）
会
長
は
、

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
は
他
に
ロ
シ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
の
二
社
も

あ
る
の
に
、
な
ぜ
自
分
の
会
社
だ
け
が
調
査
の
対
象
に
さ
れ
る
の
か
、

ほ
か
の
二
社
も
十
分
調
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
不
満
を

露
わ
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
何
の
回
答
も
し
な

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
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（
39
）　

二
〇
一
五
年
四
月
、
ド
ー
ク
会
長
が
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
に
赴
き
、

モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
の
交
渉
に
入
る
。
同
行
し
た
エ
デ
ィ
（G.�

Edey
）
社
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
共
に
政
府
担
当
官
と
の
交
渉
を
進
め
る

が
、
会
長
は
最
終
日
に
ホ
テ
ル
で
病
死
す
る
。H

ynes�and 
Burke,op.cit.;�

注
14
の
う
ち
、
“Khan�Resources:�From

�M
iner�

to�Collection�A
gent.

”

4　

ラ
イ
セ
ン
ス
再
登
録
の
要
求

　

Ｎ
Ｅ
Ｌ
発
効
に
関
連
し
て
、
同
法
発
効
前
に
有
効
と
さ
れ
て
い
た

探
査
権
と
採
掘
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
再
登
録
に
関
す
る
手
続
が
定
め

ら
れ
、
保
有
者
は
国
家
行
政
総
局
（Төрийн захиргааны

 

байгууллага/State�A
dm

inistrative�A
uthority

）
に
既
存
の
ラ

イ
セ
ン
ス
を
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
ま
で
に
更
新
し
再
登
録
す

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
再
登
録
を
し
な
い
ラ
イ
セ
ン
ス
は
、

自
動
的
に
停
止
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

再
登
録
に
当
た
っ
て
申
請
人
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
ら
れ
た
す
べ

て
の
条
件
と
要
件
を
受
諾
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
条
件
と

要
件
の
な
か
に
は
、
国
家
参
加
の
強
制
も
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
鉱
物
資
源
法）

19
（

第
五
条
四
項
で
は
、
探
査
及
び
埋
蔵
量
の
確
定
を

国
家
資
金
で
行
っ
た
放
射
性
鉱
床
を
他
の
法
人
と
合
弁
で
開
発
す
る

場
合
に
は
、
国
は
合
弁
で
設
立
す
る
会
社
の
株
式
・
持
分
の
五
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
直
接
に
無
償
で
所
有

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
も
の
と
し
、
第
五
条

五
項
で
は
、
国
家
資
金
で
確
定
を
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
国
は
鉱

業
ラ
イ
セ
ン
ス
を
保
有
す
る
会
社
の
株
式
・
持
分
の
三
四
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
を
直
接
に
無
償
で
所
有

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
も
の
と
す
る
と
定
め
て
い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
八
日
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア

社
は
モ
ン
ゴ
ル
政
府
か
ら
、
既
存
の
ラ
イ
セ
ン
ス
は
無
効
と
な
り
、

新
法
に
基
づ
い
て
Ｎ
Ｅ
Ａ
か
ら
新
規
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
す
る
ま

で
は
既
存
の
ラ
イ
セ
ン
ス
に
よ
っ
て
事
業
活
動
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
と
の
通
告
を
受
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
既
存
の
ラ
イ
セ
ン
ス
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

停
止
0

0

さ
れ
た
。

（
40
）　

二
〇
〇
六
年
鉱
物
資
源
法
（
改
正
）
の
非
公
式
英
訳
は
、Law

�
of�M

ongolia�on�M
inerals

（revised

）,�July�8,�2006.�

次
の
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://s3.am

azonaw
s.com

/rgidocum
ents/

2c242a91b27ecc449f3040515c517d7c1e20c21a.pdf

〉（
ア
ク

セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

5　

モ
ン
ゴ
ル
＝
ロ
シ
ア
合
弁
会
社
設
立
政
府
間
協
定

　

二
〇
〇
八
年
四
月
、
モ
ン
ゴ
ル
と
ロ
シ
ア
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
モ
ン
ゴ
ル
の
ウ
ラ

0

0

0

0

0

0

0

ン
開
発
で
協
力
す
る
た
め
の
ハ
イ
レ
ベ
ル
取
決
め
に
署
名

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
。
こ

れ
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
モ
ン
ゴ
ル
・
ウ
ラ
ン
部
門
向
け
投
資
と
り
わ

け
ド
ル
ノ
ド
鉱
床
向
け
投
資
の
強
化
を
意
図

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
も
の
で
あ
る
。
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翌
〇
九
年
一
〇
月
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
ロ
ス

ア
ト
ム
社
の
キ
リ
エ
ン
コ
社
長
（
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
時
代
の
首

相
）
を
伴
っ
て
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
に
到
着
。
こ
こ
で
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ

0

0

0

0

0

0

フ
大
統
領
は

0

0

0

0

0

、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
未
返
済
債
務
に
相
当
す
る
額
を
ド

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
鉱
床
の
開
発
に
転
用
す
る
こ
と
で
合
意

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
国
営
「
イ
タ
ル
―

タ
ス
通
信
」
に
よ
る
と
、
債
務
総
額

は
一
億
七
四
二
〇
万
ド
ル
で
あ
り
、
返
済
免
除
は
債
務
総
額
の
九
七

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
合
意
は
、
そ
の
後
二
〇
一
六
年
一
月
、

ロ
シ
ア
連
邦
上
院
は
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
対
ロ
シ
ア
債
務
の
免
除
を

認
め
る
取
決
め
を
承
認
、
次
い
で
閣
僚
会
議
が
こ
の
取
決
め
を
批
准）

1（
（

。

合
意
か
ら
批
准
ま
で
六
年
を
費
や
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

右
の
二
〇
〇
九
年
訪
問
時
に
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
、
債

務
免
除
の
合
意
と
同
時
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
農
業
開
発
の
た
め
に
三
億

ド
ル
の
借
款
協
定
に
署
名
し
、
さ
ら
に
今
後
の
原
子
力
と
経
済
社
会

基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
時
間
を
か
け
て
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
、
ロ
シ
ア
が
急
き
ょ
四
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
新
規
投
資
と

先
の
債
務
免
除
を
決
め
た
。
そ
の
意
図
は
、
引
き
換
え
に
ド
ル
ノ
ド

0

0

0

0

の
ウ
ラ
ン
を
確
保
す
る
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
時
、
ロ
シ
ア
は
モ
ン
ゴ

ル
政
府
と
の
間
で
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
領
域
の
ウ
ラ
ン
鉱
山
に
ロ
シ
ア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
会
社
を
参
加
さ
せ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
詰
め
の
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

　

次
い
で
、
同
年
八
月
二
五
日
、
ロ
ス
ア
ト
ム
社
は
モ
ン
ゴ
ル
の
Ｎ

Ｅ
Ａ
と
の
間
で
ド
ル
ノ
ド
の
ウ
ラ
ン
鉱
床
の
共
同
開
発
を
行
う
合
弁

会
社
「
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
」（Д

орнод Ураны
 Х

Х
К/

D
ornod�U

ranium
�LLC

）
設
立
の
政
府
間
協
定

0

0

0

0

0

に
署
名
、
翌
一
〇

年
一
月
に
ロ
シ
ア
議
会
で
承
認
、
同
月
に
は
経
済
議
定
書
に
も
署
名

を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
協
定
の
全
文
は
閲
覧
で
き
ず
、
同
社
設
立
の
事

0

0

0

0

0

0

実
確
認
に
つ
い
て
確
た
る
資
料
情
報
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
仲
裁
裁
判
の
最
終
判

断
で
も
、
設
立
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
八
月
二
五
日
の
ロ
イ
タ
ー
通

信
の
報
道
を
引
用
し
た
だ
け
で
、
設
立
後
の
合
弁
会
社
の
こ
と
に
は

一
切
言
及
し
て
い
な
い）

11
（

。
ロ
ス
ア
ト
ム
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
て

も
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
は
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
登
場
す
る
が
（
本
稿

二
・
1
お
よ
び
図
2
参
照
）、
当
該
合
弁
会
社
の
名
は
な
い
。
世
界

原
子
力
協
会
（W

orld�N
uclear�A

ssociation

）
も
、
二
〇
一
七

年
六
月
現
在
、「
噂
に
よ
れ
ば
」（purportedly

）
合
弁
会
社
を
設

立
し
て
い
る
よ
う
だ

0

0

0

と
記
す
だ
け
で
あ
る）

11
（

。
日
本
で
海
外
資
源
開
発

に
関
係
す
る
省
庁
、
独
立
行
政
法
人
等
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
質
し
た
が
、

二
〇
一
八
年
一
一
月
現
在
、
何
ら
の
資
料
情
報
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ひ
と
ま
ず
入
手
し
た
若
干
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
新
会
社
に
は
、
ロ

シ
ア
側
の
ロ
ス
ア
ト
ム
社
と
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
が
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
モ
ン

ゴ
ル
側
の
モ
ン
ア
ト
ム
と
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
出
資
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。
ロ
ス
ア
ト
ム
社
の
キ
リ
エ
ン
コ
社
長
に
よ
れ
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ば
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
両
社
合
わ
せ
て
数
億
ド
ル
が
投
じ
ら

れ
る
と
い
う
。
こ
の
投
資
額
と
先
述
の
債
務
免
除
額
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
資
料
情
報
が
な
い
。
ま
た
同
総
裁
は
、
こ
の
事
業
へ
の
参
加

0

0

0

0

0

0

を
日
本
企
業
に
要
請
す
る
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い

た
）
11
（

。

　

こ
の
協
定
の
締
結
は
、
ロ
ス
ア
ト
ム
社
が
モ
ン
ゴ
ル
領
域
の
ウ
ラ

ン
探
査
・
採
掘
の
分
野
で
ロ
シ
ア
の
権
利
と
権
益
の
保
護
を
最
大
化

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
規
合

弁
事
業
が
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
権
益
を
含
む
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
ド
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
収
用
を
実
効
的
に
確
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
も

の
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
鉱
床
は
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
が
、
停
止
さ
れ
た
鉱
業
権
の

回
復
を
め
ざ
し
て
い
た
場
所
だ
っ
た
が
、
こ
の
政
府
間
協
定
の
締
結

0

0

0

0

0

に
当
た
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
を
再
び
排
除
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

結
果
と

な
っ
た
。

　

二
〇
〇
九
年
一
一
月
、
カ
ー
ン
側
は
ラ
イ
セ
ン
ス
の
再
登
録
を
申

請
し
、
国
家
の
出
資
参
加
も
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、

モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
に
対
し
て
Ｓ
Ｐ
Ｃ
の
従
来
の

二
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
要
求

す
る
公
文
書
を
送
っ
た
。
こ
の
文
書
に
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
三
一

日
ま
で
に
回
答
が
な
け
れ
ば
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
は
破
棄
の
可

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

能
性
0

0

が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。

（
41
）　A

nkit�Panda,

“Why�D
id�Russia�Just�W

rite�O
ff�97%

�of�
M

ongolian�D
ebt?�

”�The D
iplom

at,�February�3,�2016.

次
の

Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://thediplom

at.com
/2016/02/w

hy
didrussiajustw

riteoff97ofm
onholisndebt/

〉;�

“Russia�
and�M

ongolia�A
gree�C

onditions�for�Joint�U
ranium

�
M

ining.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.xnplai/en/
new

s/124079/

（
い
ず
れ
も
、
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）。

別
の
報
道
で
は
一
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
注
5
参

照
。H

ynes�and�Burke,op.cit. 

（
42
）　

ロ
イ
タ
ー
通
信
の
ほ
か
に
も
ド
イ
ツ
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
機
関�

Ｅ
Ｍ
Ｆ
Ｉ
Ｓ
（European�M

aterial�Stock�and�Flow
�Intelli

gence�Service

）
が
報
道
し
て
い
る
。
両
者
は
共
に
ロ
シ
ア
と
モ

ン
ゴ
ル
の
国
営
企
業
が
合
弁
事
業
の
設
立
を
完
了
し
た

0

0

（have�
form

ed/habengegründet

）
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
イ
タ
ー

通
信
は
、「
設
立
を
完
了
し
た
」
と
報
道
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
モ

ン
ゴ
ル
の
ロ
シ
ア
語
新
聞Ө

нөөдөр

（today

）
か
ら
の
引
用
に
当

た
っ
て
は
「
両
国
営
企
業
が
合
弁
事
業
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム

社
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（w
ill�establish�the�joint�

venture�D
ornod�U

ranium

）
と
訳
出
し
、
読
者
を
混
乱
さ
せ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｍ
Ｆ
Ｉ
Ｓ
は
「
合
弁
事
業
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ

ウ
ム
社
を
通
じ
て
操
業
す
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（sollen�über�das�
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Joint�V
enture�D

ornod�U
ranium

�......�nehm
en

）
と
訳
出
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
Ｅ
Ｍ
Ｆ
Ｉ
Ｓ
の
翻
訳
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
報
道
に
よ
っ
て
も
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ

ム
社
が
本
当
に
設
立
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

　

“Russia,�M
ongolia�form

�D
ornod�uranium

�joint�venture.

”�
R

euter,�A
ugust�25,�2009;�U

ranvorkom
m

en�geht�an�
russische�und�m

ongolische�Staatsfirm
en.

”�EM
FIS,A

ugust�
25,�2009.

（
43
）　

“Appendix:�K
han�Resources�and�D

ornod.

”�Uranium
 

in M
ongolia

（W
orld�N

uclear�A
ssociation

）,�updated�June�
2017.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.w
orldnuclear.

org/inform
ationlibrary/countryprofiles/countriesgn/

m
ongolia.aspx

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
九
月
）

（
44
）　A

greem
ent�betw

een�the�Governm
ent�of�the�Russian�

F
ederation�and�the�G

overnm
ent�of�M

ongolia�on�
E

stablishing�Joint�C
om

pany�w
ith�Lim

ited�Liability,�
D

ornod�U
ranium

.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://en.krem

lin.
ru/events/president/new

s/10018

〉;�

注
9
の
う
ち
、PCA

�
Case�N

o.2011-09.�A
w

ard�on�the�M
erits,�para.330;�

“Russia,�
M

ongolia�Form
�D

ornod�U
ranium

�Join�t�V
enture.

”�

次
の
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.reuters.com
/article/m

ongolia
uranium

idU
SPEK

4421720090825

〉;�

“Uranium
�in�M

ongolia:�
D

ornod

（W
orld�N

uclear�A
ssociation

）,�updated�July�

2017.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.w
orldnuclear.

org/inform
ation library/countryprofiles/countriesgon/

M
ongolia.aspx

〉;�

“Russia,�M
ongolia�to�Create�D

ornod�
U

ranium
�V

enture�by�Y
earEnd.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈http://w
w

w
.unuudur.com

/?p=5353

〉;�

注
11
の
う
ち
、

“Russian�T
akeover�ofM

ongolia�D
ornod�U

ranium
�

D
eposits,�Sw

ap�D
ebt�to�Equity.

”�（
以
上
、
ア
ク
セ
ス
―
二
〇

一
八
年
一
二
月
）

（
45
）　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
公
式
資
料
は
、
同
社
が
二
〇
〇
八
年
一

二
月
に
日
本
の
丸
紅
㈱
と
の
間
で
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
探
査
・
採
掘
に
関
す
る
基
本
合
意
書
に
署
名
し
た
と

記
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
進
捗
状
況
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

“Khan�R
esources�A

nnounces�Letter�of�Intent�w
ith�

M
arubeni�Corporation,

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈w

w
w

.
khanresources.com

investors/.../081204.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―

二
〇
一
二
年
三
月
）

6　

ロ
シ
ア
側
か
ら
の
敵
対
的
買
収

　

二
〇
〇
九
年
一
一
月
三
〇
日
、
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
と
ピ
ラ
ル

グ
ン
ス
キ
社
が
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
社
で
カ
ー
ン
側
が
所
有
す
る
普
通
社
外

持
分
に
対
し
て
、「
一
持
分
当
た
り
〇
・
六
五
カ
ナ
ダ
ド
ル
」（
約
三

五
〇
〇
万
米
ド
ル
）
で
買
収
す
る
と
仕
掛
け
て
き
た
。
同
年
一
二
月
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一
五
日
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
、
こ
の
敵
対
的
買
収
で
ロ
シ
ア
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
支
配
し
最
終
的
に
ド
ル
ノ
ド
鉱
床
を
収
奪
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

明
白
0

0

で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
オ
フ
ァ
ー
を
拒
否
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
一
月
一
四
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
先
述
の
ラ
イ

セ
ン
ス
停
止
問
題
は
最
終
的
に
解
決
し
た
と
発
表
し
た
が
、
Ｎ
Ｅ
Ａ

は
な
お
未
解
決
で
あ
る
と
反
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
。
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
エ
ン
フ
バ
ト

（Enkhbat�Sodnom

）
長
官
の
声
明
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ

ダ
社
保
有
の
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
は
停
止
さ
れ
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
も
は
や

ド
ル
ノ
ド
の
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
一
切
所
有
し
て
い
な
い
と
い
う
。

7　

モ
ン
ア
ト
ム
＝
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
間
了
解
覚
書

　

二
〇
一
〇
年
一
月
二
二
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
モ
ン
ア
ト
ム

社
と
の
間
で
、
協
力
的
な
事
業
の
遂
行
と
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
不
確

実
性
の
打
破
と
出
資
者
の
価
値
を
昂
揚
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
拘

束
の
了
解
覚
書
（M

em
orandum

�of�U
nderstanding.�

以
下

「
Ｍ
Ｏ
Ｕ
」）
に
署
名
し
た）

11
（

。

　

Ｍ
Ｏ
Ｕ
は
、
合
弁
事
業
の
基
本
的
要
素
を
確
定
す
る
も
の
で
、
こ

れ
に
よ
り
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
所
有
構

造
を
最
終
的
に
固
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
発
の
枠
組
み
を
創
出
し
、

そ
の
枠
組
み
を
可
及
的
速
や
か
に
操
業
に
活
用
す
る
こ
と
を
め
ざ
す

も
の
で
あ
っ
た
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
目
標
は
、（
一
）
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
自

社
の
戦
略
的
選
択
、（
二
）
モ
ン
ゴ
ル
で
自
社
が
探
査
・
採
掘
ラ
イ

セ
ン
ス
を
保
有
す
る
こ
と
か
ら
く
る
ス
テ
イ
タ
ス
、（
三
）
ロ
シ
ア

側
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
敵
対
的
買
収
の
三
点
に
照
ら
し
て
、
カ
ー

ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
持
分
権
者
が
保
有
す
る
価
値
を
い
か
に
し
て
保
護

し
温
存
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
取

締
役
会
と
し
て
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｕ
で
目
論
ま
れ
た
取
引
が
仮
に
履
行
さ
れ

れ
ば
、
ロ
シ
ア
側
が
敵
対
的
買
収
で
提
示
し
た
「
一
持
分
当
た
り

〇
・
六
五
米
ド
ル
」
と
い
う
オ
フ
ァ
ー
よ
り
価
値
が
あ
る
と
信
じ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
基
本
財
産
は
、
五
八

パ
ー
セ
ン
ト
子
会
社
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
が
保
有
す
る
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
二
三

七
Ａ
と
全
額
所
有
の
子
会
社
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
が
保
有
す
る
探

査
ラ
イ
セ
ン
ス
九
二
八
二
Ｘ
の
二
つ
で
あ
り
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
カ
ー
ン

側
の
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
（
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
）、
モ
ン

ア
ト
ム
社
（
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
の
合
弁

事
業
で
あ
る
。

　

Ｍ
Ｏ
Ｕ
に
提
示
さ
れ
た
取
引
の
要
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

―�

既
存
の
Ｃ
Ａ
Ｃ
Ｕ
社
の
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ

リ
ア
社
の
探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
の
再
登
録
に
関
す
る
申
請
二
件
は
、

Ｍ
Ｏ
Ｕ
署
名
後
七
日
以
内
に
承
認
さ
れ
、
新
規
ラ
イ
セ
ン
ス
が
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発
給
さ
れ
る
こ
と
、

―�

カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
の
探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
は
Ｍ
Ｏ
Ｕ
署
名

四
五
日
以
内
に
鉱
業
ラ
イ
セ
ン
ス
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
、

―�
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
と
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
新
た
に
合
弁
会
社

0

0

0

0

0

0

0

設
立
契
約
を
結
び

0

0

0

0

0

0

0

、
両
社
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ

ア
社
の
双
方
で
所
有
権
を
有
す
る
合
弁
会
社
の
持
分
を
保
有
す

る
こ
と
、

―�

提
案
さ
れ
た
構
造
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
が
Ｃ

Ａ
Ｕ
Ｃ
社
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
の
そ
れ
ぞ
れ
で
五
一

パ
ー
セ
ン
ト
の
権
益
を
無
償
で

0

0

0

取
得
し
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に

探
査
権
と
採
掘
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
再
登
録
を
認
め
、
さ
ら
に

二
〇
〇
九
年
の
鉱
業
権
停
止
に
関
し
て
行
政
裁
判
所
で
係
争
中

の
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
も
う
ひ

と
つ
の
出
資
者
（
持
分
権
者
）
で
あ
る
ロ
シ
ア
の
プ
リ
ア
ル
グ

ン
ス
キ
社
の
議
決
権
行
使
を
控
え
さ
せ
る
。

　

そ
こ
で
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
カ
ー
ン
側
の
社
外
普
通
持
分

の
約
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
新
規
発
行
持
分
と
引
き
換

え
に
新
規
合
弁
会
社
に
お
け
る
モ
ン
ア
ト
ム
社
の
権
益
部
分
を

カ
ー
ン
側
に
移
譲
す
る
こ
と
と
、
最
終
契
約
書
の
署
名
日
の
市

場
価
格
に
等
し
い
権
利
行
使
価
格
で
カ
ー
ン
側
の
持
分
の
約

二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
追
加
購
入
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
移
譲
の
結
果
、
カ
ー
ン
側
が
合
弁
会
社

の
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
所
有
し
、
合
弁
会
社
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
七

四
パ
ー
セ
ン
ト
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
の
一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

―�

カ
ー
ン
側
は
、
新
規
合
弁
会
社
の
統
治
機
関
の
役
割
を
果
た
す

経
営
委
員
会
の
過
半
数
（
議
長
を
含
む
）
を
任
命
す
る
権
利
を

有
す
る
こ
と
に
す
る
。
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
決
定
事
項
に
つ

い
て
は
、
経
営
委
員
会
の
全
員
一
致
に
よ
る
承
認
を
要
す
る
こ

と
に
す
る
。
モ
ン
ア
ト
ム
社
は
、
重
要
な
持
分
権
者
で
い
る
限

り
、
取
締
役
会
の
選
任
に
あ
た
っ
て
二
人
の
候
補
者
を
指
名
す

る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
す
る
。

―�

カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
は
長
期
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
契
約
に
従
っ

て
実
費
精
算
方
式
で
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
任
に
当
た
る
。

―�

合
弁
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
最
終
合
弁
会
社
設
立
契
約
書
の
署
名

後
六
カ
月
以
内
に
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
の
「
投
資
協
定
」

（Investm
ent�A

greem
ent

））
11
（

を
発
効
さ
せ
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
迅
速
に
交
渉
を
行
い
完
成
さ
せ
る
た
め
に
最
善
の
努
力

を
行
う
。

―�
Ｍ
Ｏ
Ｕ
、
最
終
合
弁
会
社
設
立
契
約
、
政
府
と
の
投
資
協
定
は
、

先
行
の
オ
ユ
・
ト
ル
ゴ
イ
（О

ю
у Толгой/O

yu �T
olgoi

）・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
図
1
中
下
））

11
（

に
関
す
る
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
・
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マ
イ
ン
ズ
（Ivanhoe�M

ines

）、
リ
オ
テ
ィ
ン
ト
（Rio�

T
into

）
と
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
の
投
資
協
定
を
全
般
的
に
踏
襲

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
安
定
税
（Stabilized�tax

）

と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
操
業
環
境
、
持
分
権
者
の
投
資
に
対
す
る

保
護
、
鉱
業
・
環
境
・
健
康
・
社
会
経
済
問
題
に
関
す
る
規
定

を
織
り
込
む
こ
と
に
な
る）

19
（

。

（
46
）　K

han�Resources�Inc.,�
“Khan�Signs�M
em

orandum
�of�

U
nderstanding�w

ithM
onA

tom
�LLC.

”�January�25,�2010.�

次

の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://w

w
w

.m
arketw

ired.com
/press

release/khansignsm
em

orandum
ofunderstandingw

ith
m

onatom
llctsxkri1106369.htm

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年

一
二
月
）

（
47
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.83;�Claim

ants

’�Mem
orial,�para.133;�Statem

ent�
of�D

efence,�para.101;�T
ranscript�

（1�2�N
ovem

ber�2013
）,�

382:14�to�383:21.

（
48
）　

二
〇
〇
六
年
鉱
物
資
源
法
上
の
投
資
協
定
は
、
一
九
九
三
年
外

国
投
資
法
に
定
め
る
「
安
定
協
定
」（Stability�A

greem
ent

）
の

名
称
を
鉱
物
資
源
法
で
変
更
さ
せ
た
も
の
。
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
国

と
私
人
と
の
間
の
協
定
を
発
効
さ
せ
る
た
め
に
は
憲
法
第
三
八
条

九
号
に
基
づ
い
て
議
会
の
合
意
と
批
准
が
必
要
と
な
る
。

　

投
資
協
定
に
織
り
込
ま
れ
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
同
法
第
二
九
条
）。
す
な
わ
ち
、
安
定
的
な
租
税
環
境
、
ラ
イ
セ

ン
ス
保
有
者
が
産
品
を
国
際
市
場
価
格
で
販
売
す
る
権
利
、
環
境

及
び
公
衆
衛
生
に
対
す
る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
鉱
物
採
掘
、

ラ
イ
セ
ン
ス
保
有
者
が
販
売
か
ら
生
じ
る
所
得
を
自
己
の
裁
量
で

管
理
す
る
権
利
の
保
証
、
ラ
イ
セ
ン
ス
保
有
者
の
投
資
の
額
及
び

期
間
、
環
境
の
及
び
一
層
の
雇
用
創
出
、
発
生
し
た
損
害
に
対
す

る
補
償
。
上
記
安
定
税
条
項
に
関
連
し
て
、
そ
の
後
税
率
の
変
更

な
ど
が
あ
っ
て
も
適
用
し
な
い
「
グ
ラ
ン
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
条
項
」

を
織
り
込
む
こ
と
が
あ
る
。

　

期
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
例
え
ば
三
億
ド
ル
超
の
投
資
を
行
う

企
業
で
あ
れ
ば
期
初
期
間
と
し
て
当
該
協
定
の
発
効
日
か
ら
三
〇

年
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
は
四
〇
年
間
の
延
長
（
二
〇
年
間
×
二

回
）
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
可
能
と
す
る
鉱
業
権
を
与
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
協
定
に
関
係
す
る
文
書
と
し
て
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月

二
〇
日
付
議
会
決
議
第
四
〇
号
お
よ
び
政
府
が
投
資
協
定
を
締
結

す
る
こ
と
を
容
認
す
る
二
〇
〇
九
年
七
月
一
六
日
議
会
決
議
第
五

七
号
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

―�

鉱
物
資
源
法
第
八
条
一
項
七
号
に
従
っ
て
、
オ
ユ
・
ト
ル
ゴ

イ
鉱
床
の
ラ
イ
セ
ン
ス
保
有
者
に
対
す
る
政
府
の
所
有
は
、

三
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
、

　

―�
オ
ユ
・
ト
ル
ゴ
イ
投
資
協
定
は
、
現
行
の
法
令
及
び
二
〇
〇

八
年
決
議
第
四
〇
号
に
定
め
る
原
則
及
び
方
針
の
範
囲
で
作
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成
さ
れ
る
、

　

―�

政
府
は
、
投
資
家
と
の
間
で
、
期
初
投
資
の
リ
カ
バ
リ
ー
に

基
づ
い
て
政
府
所
有
を
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
増
加
さ
せ

る
法
的
環
境
を
創
出
す
る
た
め
の
取
決
め
を
行
う
、
並
び
に

　

―�
こ
の
決
議
の
実
行
に
関
す
る
査
閲
は
経
済
常
任
委
員
会
が
行

う
。

　

ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
・
マ
イ
ン
ズ
社
は
こ
の
決
議
に
対
し
て
受
諾

拒
否
の
声
明
を
発
表
し
た
が
、
最
終
的
に
は
妥
協
の
下
に
受
諾
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

（
49
）　

注
9
の
う
ち
、PCA

�Case�N
o.2011-09.�A

w
ard�on�the�

M
erits,�para.83;�Claim

ants
’�Mem

orial�on�the�M
erits�and�

Q
uantum

�dated�7��D
ecem

ber�2012,�para.133;�Statem
ent�of�

D
efence,�para.101;�T

ranscript�
（1�2�N

ovem
ber�2013

）,�
382:14�to�383:21.

（
50
）　

リ
オ
・
テ
ィ
ン
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
雅
夫

「
オ
ユ
・
ト
ル
ゴ
イ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
投
資
協
定
を
め
ぐ
る
摩

擦
」『
国
際
商
事
法
務
』
第
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
所
収
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
所
有
構
造
の
要
約
は
、
補
図
1
の
と
お
り
で
あ

る
。

8　

了
解
覚
書
を
め
ぐ
る
紛
争
（
図
3
、
4
）

　

そ
の
後
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
、
前
記
の
Ｍ
Ｏ
Ｕ
が
い
く
つ
か
の
モ
ン
ゴ
ル

法
に
違
反
し
執
行
力
を
有
し
な
い
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

同
年
二
月
一
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
中
国
核
工
業
集
団
公
司

（
中
国
核
工
业
集
团
有
限
公
司
／China�N

ational�N
uclear�

Corporation.�
Ｃ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
）
の
子
会
社
た
る
Ｃ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
オ
ー
バ
ー

補図 1　オユ・トルゴイ・プロジェクト関係企業の所有構造
〈アメリカ〉 〈カナダ〉 〈イギリス〉

Magma Copper
Company Robert M. Friedland Rio Tinto plc

買収
出資 24％

Broken Hill
Pty Co.Ltd

探査権
譲渡 Ivanhoe Mines Ltd. Rio Tinto 

International 
Holdings Ltd.

出資
49％

〈オーストラリア〉

Ivanhoe Capital
 Corp.

〈シンガポール〉

出資 27％ 探
査
権
譲
渡

投
資
協
定 投

資
協
定

出資 66％

Oyu Tolgoi LLC

Erdenes Mongol LLC

〈
モ
ン
ゴ
ル
〉

出資 34％

投資
協定

出資
100％

Government
of

Mongolia

注：2012 年現在。
出所�：アイヴァンホー ･ マインズ、リオ ･ ティント、エルデネ ･ モンゴ

ル、オユ ･ トルゴイ各社の資料に基づいて筆者作成。
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シ
ー
ズ
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
社
（CN

N
C�

O
verseas�U

ranium
�H

olding�Ltd.�

香
港
）
と
の
間
で
追
加
鉱
床

ラ
イ
セ
ン
ス
の
譲
渡
に
関
す
る
最
終
的
な
契
約
を
締
結
し
た
（
図

2
）。

　

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
は
、
社
員
（
出
資
者
／
持
分
権
者
）
総
会
決
議
を
二
〇

一
〇
年
一
月
三
一
日
す
な
わ
ち
申
請
期
限
の
最
終
日
に
Ｓ
Ｐ
Ｃ
に
提

出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
は
こ
の
決
議
に
対
し
て
何
ら
の

行
動
も
と
ら
ず
、
探
査
ラ
イ
セ
ン
ス
の
取
扱
い
は
不
明
と
な
っ
た
。

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、「
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
、
埋
蔵
鉱
床
に
お
け
る

カ
ー
ン
側
の
権
益
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
交
渉
し

て
い
る
」
と
非
難
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
は
、
ド
ル

ノ
ド
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
会
社
の
権
益
に
関
し
て
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と

図 3　紛争発生直前のカーン・カナダ社グループの所有構造

注�：CAUC 社の残りの 45 パーセントは、モンゴル国営企業 MonAtom が
所有する 21 パーセントと、ロシア国営企業 ARMZ の子会社プリアルグ
ンスキ (Priargunsky) が所有する 21 パーセント（図 2）。

出所�：Khan�Resources� Inc., Annual Information Form：For the Year 
Ended September 30, 2015 より作成。

Khan Resources Inc.
（カナダ，オンタリオ）

Khan Resources 
Bermuda Ltd.

（英領バミューダ）

Khan Resources B.V. 
（オランダ）

CAUC Holding 
Company Ltd.

（英領ヴァージン諸島）

Khan Resources LLC
（モンゴル）

Central Asian Uranium  
Company LLC（ＣＡＵＣ）

（モンゴル）

100％ 100％

100％ 25％ 75％

58％ 注

図 4　紛争発生直前の関係企業の所有構造

注：仲裁付託は 2011 年 1 月。
出所�： 次 の 資 料 よ り 作 成。�Joe�Zhang,� “Tribunal�Found�Mongolia� liable� for�Unlawful�

Expropriation�and�Awarded�More�Than�US$80�Million�in�Damages,”�Investment Treaty 
News,�August�4,�2015.

　　�図では、Khan�Resources�Bermuda�Ltd. が全額出資で CAUC�Holding を設立したことに
なっているが、前者すなわち Khan�Resources�Bermuda 出資の World�Wide�Mongolia�
Mining が社名変更で CAUC�Holding となったもの。

　　本稿および仲裁判断パラ 47 参照。

Khan Resources Inc.
カナダ

Khan Resources B.V.
オランダ

 Khan Resources Bermuda Ltd.
英領バミューダ

CAUC Holding Co. Ltd.
英領ヴァージン諸島

 Priargunsky Industrial
Mining and Chemical Union

ロシア

MonAtom
（国営企業）

C A U C
（Central Asia Uranium Company LLC） Khan Resources LLC

ライセンス 237A ライセンス 9282X

21％
21％ 58％ 25％ 75％

〈
モ
ン
ゴ
ル
の
事
業
体
〉

〈
海
外
の
事
業
体
〉

100％

100％ 100％

ドルノド･プロジェクト
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交
渉
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
と
応
酬
し
た
。

　

Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の
三
者
は
、

互
い
に
合
弁
契
約
違
反
に
関
し
て
非
難
攻
撃
を
続
け
る
。
こ
う
し
た

な
か
で
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
カ
ー
ン
・
カ
ナ

ダ
社
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
合
法
性
に
関
し
て
の
調
査
も
開
始
し
た
。

　

同
年
四
月
一
三
日
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
が

同
社
の
権
利
と
投
資
に
係
る
利
益
の
主
張
を
完
全
に
拒
否
す
る
意
向

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る
ラ
イ
セ
ン
ス
（
九
二
八
二
Ⅹ
）
は
二
〇
〇
九

年
十
月
八
日
に
遡
っ
て
無
効
と
す
る
Ｎ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
通
告
を
受
け

取
っ
て
い
る
。
噂
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・

モ
ン
ゴ
リ
ア
社
が
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
立
入
り
検
査
の
結
果
報
告
書
で

モ
ン
ゴ
ル
法
違
反
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
問
題
解

0

0

0

決
の
取
組
み
を
怠
っ
た
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
が
モ
ン
ゴ
ル
側
の
主
張
の
よ

う
で
あ
る
。
だ
が
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
本
当
の
狙
い
は
、
同
社
の
ラ
イ
セ
ン

ス
と
将
来
ド
ル
ノ
ド
鉱
区
で
操
業
す
る
他
の
外
国
企
業
が
保
有
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ラ
イ
セ
ン
ス
を
す
べ
て
無
効
に
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ド
ル
ノ
ド
鉱
区
に
存
在
す
る
鉱

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

業
権
す
べ
て
を
先
述
の
モ
ン
ゴ
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

＝
ロ
シ
ア
合
弁
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
ウ
ム
社
に
移
行

0

0

0

0

0

0

0

さ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
と
カ
ー
ン
側
は
み
て

い
た
。

9　

モ
ン
ゴ
ル
行
政
裁
判
所
へ
の
提
訴

　

こ
の
通
告
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
一
日
と
二
八
日
、
Ｃ

Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
は
、
別
々
に
モ
ン
ゴ
ル
政
府
の

Ｎ
Ｅ
Ａ
か
ら
受
け
取
っ
た
ラ
イ
セ
ン
ス
（
九
二
八
二
Ⅹ
）
無
効
の
通

告
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
首
都
行
政
裁
判
所

（Capital�City�A
dm

inistrative�Court

）
に
対
し
、
訴
え
を
提
起

し
た）

1（
（

。

　

訴
え
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
す
る
権
限
は
Ｎ
Ｅ
Ａ
に

は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
モ
ン
ゴ
ル
法
の
規
定
に
違
反
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
五
月
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
中
国

核
工
業
集
団
公
司
か
ら
、「
一
持
分
当
た
り
〇
・
九
六
カ
ナ
ダ
ド
ル
」

又
は
「
約
五
三
〇
〇
万
～
五
六
五
〇
万
米
ド
ル
」
と
い
う
条
件
で
買

収
案
を
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
敵
対
的
買
収
を
試
み
る
ロ
シ
ア
側
に

対
抗
し
て
中
国
側
が
「
白
馬
の
騎
士
」（w

hite�knight

）
に
よ
る

友
好
取
引
を
提
案
し
た
も
の
と
み
ら
れ
た
が
、
中
国
法
令
に
基
づ
く

承
認
が
得
ら
れ
ず
実
現
し
な
か
っ
た
。
カ
ー
ン
側
は
、
こ
の
買
収
に

Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
干
渉
し
実
現
を
妨
げ
た
と
み
て
、
損
害
賠
償
の
検
討

に
入
っ
た
。

　

七
月
一
九
日
と
八
月
二
日
、
モ
ン
ゴ
ル
の
首
都
行
政
裁
判
所
が
そ

れ
ぞ
れ
に
判
決
を
下
し
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
す
る
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
意
図
的
な
決
定
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
モ
ン
ゴ

0

0

0
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ル
法
に
違
反
し
無
効

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
で
、
カ
ー
ン
側
の
挑
戦

は
功
を
奏
す
る
結
果
と
な
っ
た）

11
（

。
八
月
、
カ
ー
ン
側
は
、
上
記
判
決

を
も
と
に
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
に
し
た
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
決
定
を
不
服

と
し
て
、
上
記
モ
ン
ゴ
ル
首
都
行
政
裁
判
所
に
Ｎ
Ｅ
Ａ
を
訴
え
た
。

こ
れ
に
反
発
し
た
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
、
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
〇
月
二
七
日
、
控
訴
裁
判
所
は
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
が

Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
効
と
し
た
決
定
は
モ
ン
ゴ
ル
法

で
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。

　

こ
の
判
決
を
受
け
て
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
と
カ
ー
ン
・
モ
ン
ゴ
リ
ア
社
は
、

再
度
Ｎ
Ｅ
Ａ
に
対
し
て
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
申
請
し
た
ラ
イ
セ
ン

ス
の
再
登
録
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
右
判

決
に
対
し
て
上
告
は
し
な
か
っ
た
た
め
に
裁
判
は
終
結
し
、
二
つ
の

判
決
は
こ
れ
を
以
て
有
効
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
と
し
て
は
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
上
訴
し
な
か
っ
た
の

は
予
想
外
で
あ
り
、
判
決
に
挑
戦
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
勢
い
づ

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ー
ン
側
は
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
裁
判

を
追
跡
せ
ず
、
ド
ル
ノ
ド
開
発
と
探
査
に
関
す
る
紛
争
を
協
力
的
に

解
決
で
き
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
右

判
決
を
無
視
し
て
き
た
。

　

カ
ー
ン
側
は
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
に
対
し
て
ラ
イ
セ
ン
ス
の
再
登
録
受
理
を

繰
り
返
し
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
月
一
二
日
に
Ｎ
Ｅ
Ａ

は
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ラ
イ
セ
ン
ス
再
発
給

0

0

0

0

0

0

0

0

の
意
思
が
な
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
数
種
の
新
聞
紙
上
に
公
式
の
通
告
と
し
て
公

告
す
る
。

　

そ
こ
で
、
カ
ー
ン
側
は
、
一
一
月
一
七
日
、
ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
す

る
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
正
式
決
定
を
書
面
で
受
け
取
れ
る
よ
う
公
式
に
要
求
し

た
。
一
二
月
一
五
日
、
カ
ー
ン
側
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
七
日

の
文
書
に
対
す
る
Ｎ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
回
答
文
書
を
受
け
取
っ
た
が
、
そ

れ
は
ラ
イ
セ
ン
ス
再
登
録
の
意
思
が
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｅ
Ａ
は
、
こ
の
文
書
の
な
か
で
Ｎ
Ｅ
Ａ
の
決
定
の
法

0

0

0

0

的
根
拠
を
何
ら
示
さ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
法
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ

る
正
式
通
告
と
い
う
形
も
と
ら
な
か
っ
た
。

　

カ
ー
ン
側
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
裁
判
所
に
お
け
る
法
手
続
を
進
め
る

ほ
か
に
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
紛
争
を

「
合
理
的
な
和
解
」
に
よ
っ
て
友
好
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
モ
ン
ゴ
ル
政
府
当
局
と
話
合
い
を
進
め
て
き
た
。

　

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、
同
二
〇
一
〇
年
四
月
一
五
日
付
の
バ
ト

ボ
ル
ド
（Sukhbaatar�Batbold

）
モ
ン
ゴ
ル
首
相
宛
書
簡
（
本
稿

注
9
参
照
）
の
な
か
で
、
国
際
的
な
仲
裁
を
含
め
て
紛
争
解
決
の
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

め
の
法
的
な
請
求
手
段
を
探
る
と
の
通
知
を
モ
ン
ゴ
ル
政
府
側
に
提

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

示0

し
て
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
こ
れ
に
何
ら
の
反
応
も
示
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

ず0

、
探
査
・
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
の
復
活
と
再
登
録
を
拒
否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
引
き

続
き
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
憲
章
に
関
す
る
条
約
」（
以
下
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
条

約
」））

11
（

、
モ
ン
ゴ
ル
外
国
投
資
法）

11
（

、
適
用
の
契
約
、
並
び
に
国
際
法
及

び
モ
ン
ゴ
ル
法
の
一
般
原
則
で
求
め
ら
れ
て
い
る
補
償
を
支
払
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

に0

、
ド
ル
ノ
ド
鉱
床
を
開
発
し
利
益
を
得
る
と
い
う
計
画
を
進
め
る

こ
と
と
し
た
。

　

こ
こ
に
至
り
、
一
年
に
亙
っ
て
本
件
の
友
好
的
解
決
の
た
め
交
渉

を
続
け
て
き
た
カ
ナ
ダ
側
は
、
遂
に
仲
裁
に
付
託
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
の
結
論
を
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

二
〇
一
〇
年
五
月
、
ロ
ス
ア
ト
ム
社
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
す
る
紛
争
は
す
べ
て
解
決
さ
れ
、
あ
と
は
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社

と
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ア
ト
ム
社
と
の
間
の
新
し
い
合
弁
事
業
協
定
の

署
名
を
俟
つ
ば
か
り
で
あ
る
と
発
表
し
た
。

　

カ
ー
ン
側
は
、
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
モ
ン
ゴ
ル
企
業
と
の
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

弁
会
社
の
設
立
を
進
め
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
と
そ
の
関
連
会
社

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が0

、
カ
ー
ン
側
と
モ
ン
ア
ト
ム
社
と
の
間
の
合
弁
会
社
に
干
渉
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

カ
ー
ン
側
の
探
査
・
採
掘
ラ
イ
セ
ン
ス
を
破
棄
さ
せ
て
ウ
ラ
ン
資
産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
支
配
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
明
ら
か
だ
と
い
う
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
の
ス

ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
何
ら
の
コ
メ
ン
ト
も
出
さ
な
か
っ
た
。

（
51
）　K

han�Resources�Inc.,�

“Khan�Files�Form
al�Claim

�in�
M

ongolian�A
dm

inistrative�Court�....

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈https://w
w

w
.italaw

.com
/sites/default/files/case

docum
ents/ita0447.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
52
）　

“NEA
�H

as�N
ot�A

ppealed�against�Court

’s�Second�
Ruling,�Says�K

han�Resources.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈https://w
w

w
.new

s.m
n/content/print/30766

〉（
ア
ク
セ
ス

―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

（
53
）　T

he�Energy�Charter�T
reaty

（A
nnex�1��to�the�Final�

A
ct�of�T

he�E
uropeanE

nergy�C
harter�C

onference

）

［D
one�at�Lisbon,�D

ecem
ber�17,1997

］�

全
文
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

を
参
照
。〈http://w

w
w

.ena.lt/pdfai/T
reaty.pdf

〉（
ア
ク
セ

ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）。
和
文
テ
キ
ス
ト
（
訳
文
）
は
、
次
の

Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/
treaty/treaty_020415.htm

l

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二

月
）。
二
〇
一
八
年
一
二
月
現
在
、
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
が
存
在
す
る
モ
ン
ゴ

ル
は
同
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
カ
ー
ン
・
カ
ナ

ダ
社
の
母
国
カ
ナ
ダ
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
に
と
ど
ま
る
が
、
カ
ー
ン
・

オ
ラ
ン
ダ
社
が
存
在
す
る
オ
ラ
ン
ダ
は
締
約
国
で
あ
る
（
図
2
参

照
）。
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（
54
）　

ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
一
九
九
三
年
「
外

国
投
資
法
」（
一
九
九
〇
年
承
認
、
一
九
九
三
年
制
定
）
の
下
で
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
そ
の
後
、
一
九
九
八
、
二
〇
〇
二
、
〇

八
年
改
正
）。
九
三
年
法
の
解
説
お
よ
び
邦
訳
は
、
次
の
資
料
に
収

録
。
櫻
井
雅
夫
『
モ
ン
ゴ
ル
の
外
資
関
係
法
規
』（
東
京
、
青
山
学

院
大
学
Ｗ
Ｔ
Ｏ
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）。

　

二
〇
一
三
年
一
〇
月
に
は
、
内
国
・
外
国
投
資
の
双
方
に
適
用

す
る
「
投
資
法
」（Law

�on�Investm
ent.

二
〇
一
五
年
改
正
）
と

「
投
資
法
の
施
行
に
関
す
る
法
律
」（Law

�on�Im
plem

entation�of�
the�Law

�on�Investm
ent�Law

）、「
戦
略
的
重
要
性
を
有
す
る
事

業
構
成
体
へ
の
外
国
投
資
の
規
制
に
関
す
る
モ
ン
ゴ
ル
法
」（Law

�
of�M

ongolia�on�the�Regulation�of�Foreign�Investm
ent�in�

B
usiness�E

ntities�O
perating�in�Sectors�of�Strategic�

Im
portance.�

Ｓ
Ｆ
Ｉ
法
）
の
二
法
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

新
法
の
遡
及
効
に
関
し
て
は
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
右
施
行
法

第
一
条
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
投
資
法
施
行
前
に
外
資
投
資
法

第
一
二
条
（
二
〇
〇
二
年
一
月
三
日
付
法
律
で
廃
止
）
に
従
っ
て

許
可
さ
れ
た
外
資
投
資
家
は
許
可
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、

二
〇
一
三
年
投
資
法
第
三
条
一
項
二
号
で
定
め
る
「
投
資
家
」
と

み
な
し
、
期
限
終
了
後
は
そ
の
投
資
家
が
二
〇
〇
三
年
「
法
的
構

成
体
国
家
登
記
法
」（Law

�on�the�State�Registration�of�
Legal�Entities.�

二
〇
一
五
、
一
七
年
改
正
）
に
従
っ
て
知
的
財
産

国
家
登
記
総
局
（О

ю
уны

 өмчийн ерөнхий газар, улсы
н 

бүртгэлийн ерөнхий газар/G
eneral�A

uthority�for�
Intellectual�Property�and�State�Registration. �GA

IPSR

）

に
登
記
申
請
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
右
投
資
法
施
行
法
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府

と
の
間
で
外
国
投
資　

第
一
九
条
に
従
っ
て
「
安
定
協
定
」
を
締

結
し
て
い
る
外
国
投
資
家
、
お
よ
び
鉱
物
資
源
法
第
二
九
、
三
〇

条
に
従
っ
て
「
投
資
協
定
」（
投
資
契
約
）
を
締
結
し
て
い
る
外
国

投
資
家
に
対
し
て
は
、
二
〇
一
三
年
投
資
法
発
効
後
も
、
現
行
の

協
定
が
そ
の
ま
ま
有
効
と
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
三
年
投
資
法
の
非
公
式
英
訳
お
よ
び
二
〇
一
五
年
改
正

に
つ
い
て
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈https://investm

ent�
policyhub.unctad.org/Investm

entLaw
s/law

s/124

〉�

お
よ
び�

“New
�A

m
endm

ent�to�the�Investm
ent�Law

�of�M
ongolia.

”�

〈http://gtsadvocates.m
n/new

am
endm

enttothe
investm

entlaw
ofm

ongolia/

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一

二
月
）

　

二
〇
〇
三
年
登
記
法
お
よ
び
一
五
、
一
七
年
改
正
に
つ
い
て
は
、

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://legalpolicy.m

n/uploads/
files/143703364428846505.pdf

〉、〈https://w
w

w
.

hoganlovells.com
/~

/m
edia/hoganlovells/pdf/

publication/law
onstateregistrationoflegalentitieseng_

pdf.pdf

〉、〈https://w
w

w
.slideshare.net/ulziim

yagm
ar/
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am
en

d
m

en
tstostatereg

istration
ofleg

al
entities2017119

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

10　

モ
ン
ゴ
ル
＝
ロ
シ
ア
合
弁
会
社
設
立
契
約
書

　

先
述
の
よ
う
に
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
設
立
の
た
め
の
最

終
政
府
間
協
定
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
に
署
名
さ
れ
た
。
当
時
の
国

営
通
信
社
「
Ｒ
Ｉ
Ａ
ノ
ー
ボ
ス
チ
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
一
二

月
二
四
日
に
議
会
で
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
に
は
、
こ
の
協
定

に
係
る
経
済
議
定
書
も
署
名
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
合
弁
会
社
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
法
上
課
さ
れ
る
諸
税
そ
の
他
強

制
納
付
金
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
人
労

働
者
が
ま
ず
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
四
日
、
モ
ン
ゴ
ル
の
バ
ト
ボ
ル
ド
首
相
が

ロ
シ
ア
を
訪
問
し
、
プ
ー
チ
ン
首
相
と
会
談
。
こ
の
時
に
ド
ル
ノ

ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
設
立
の
た
め
の
合
弁
契
約
書
の
署
名
が
行
わ
れ

た
。
出
資
比
率
は
ロ
ス
ア
ト
ム
社
と
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
四
九
パ
ー
セ
ン

ト
、
モ
ン
ア
ト
ム
社
と
Ｎ
Ｅ
Ａ
が
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
同
社
の
設
立
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
設
立
が

遅
れ
た
原
因
は
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
〇
日
に
カ
ー
ン
側
が
、
モ
ン

ゴ
ル
政
府
・
モ
ン
ア
ト
ム
社
と
の
間
の
紛
争
を
、
常
設
仲
裁
裁
判
所

を
登
録
機
関
と
す
る
ア
ド
ホ
ッ
ク
の
仲
裁
パ
ネ
ル
に
付
託
し
た
こ
と

に
あ
る
（
本
稿
三
参
照
）。
設
立
の
遅
れ
で
、
世
界
最
大
の
原
子
力

産
業
企
業
ア
レ
ヴ
ァ
社
（A

REV
A

�SA
.�

フ
ラ
ン
ス
）
の
子
会
社
ア

レ
ヴ
ァ
・
モ
ン
ゴ
ル
社
（A

REV
A

�M
ongol�LLC

））
11
（

が
ロ
シ
ア
政

府
支
援
の
会
社
に
先
ん
じ
て
中
間
製
品
（
イ
エ
ロ
ー
ケ
ー
キ
）
を
輸

出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
設
立
予
定
の
両
当
事
者
は
、
モ
ン
ゴ

ル
に
在
る
合
弁
会
社
の
自
己
の
持
分
と
そ
れ
に
見
合
う
そ
の
他
資
産

を
同
社
に
拠
出
す
る
と
い
う
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
プ
リ
ア
ル
グ
ン
ス
キ
社
が
担
当
す
る
。
生
産
計
画
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
い
が
、
二
〇
一
五
年
頃
か
ら
年
間
一
〇
〇
〇
～
一
二
〇
〇

ト
ン
に
な
る
と
の
予
測
も
な
さ
れ
た
。

　

カ
ー
ン
側
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
の
設0

立
は
カ
ー
ン
側
の
ド
ル
ノ
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
収
用
を
意
味
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
拠
は
、
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
社
構
想
が
、

カ
ー
ン
側
と
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
ロ
シ
ア
政
府
の
権
益
を
含
む
既
存
の

合
弁
会
社
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ
の
保
有
す
る
権
益
を
内
容
と
す
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
っ
た
。

　

カ
ー
ン
側
は
、
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
悪
意
を
以
て
カ
ー
ン
側

を
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
排
除
し
、
そ
の
信
用

を
失
墜
さ
せ
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た
と
非
難
。
し
か
も
、

二
〇
〇
三
年
以
来
カ
ー
ン
側
は
ド
ル
ノ
ド
に
二
一
〇
〇
万
ド
ル
を
投
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資
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
は
全
く
資
金
の

拠
出
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

二
〇
一
〇
年
、
カ
ー
ン
側
は
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
（
一
）
Ｃ
Ａ
Ｕ
Ｃ

の
出
資
者
（
持
分
権
者
）
と
し
て
の
信
託
義
務
に
違
反
し
、
カ
ー
ン

側
の
経
済
関
係
に
不
法
な
干
渉
を
行
い
（
一
九
九
九
年
モ
ン
ゴ
ル
会

社
法
第
八
二
条
違
反
）、（
二
）
カ
ー
ン
側
の
権
利
及
び
財
産
に
対
し

並
び
に
事
業
の
尊
厳
及
び
信
頼
に
対
し
て
損
害
を
与
え
た
（
二
〇
〇

二
年
モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
第
四
九
七
条
一
項
違
反）

11
（

）
と
し
て
、
賠
償
等

を
求
め
る
書
類
を
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
に
送
達
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

そ
の
請
求
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

―�

信
託
さ
れ
た
義
務
に
対
す
る
違
反
か
ら
生
じ
た
衡
平
な
補
償
額�

�

…
…
…
…
二
億
ド
ル
、

―�

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
経
済
関
係
に
対
す
る
不
法
介
入
か
ら
生

じ
た
一
般
的
賠
償
額�

…
…
…
…
二
億
ド
ル
、

―�

カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
の
権
利
、
事
業
の
信
頼
及
び
財
産
に
対
し

て
故
意
に
引
き
起
こ
し
た
損
害
か
ら
生
じ
た
一
般
的
賠
償
額�

�

…
…
…
…
二
億
ド
ル
、

―
加
重
的
、
懲
戒
的
か
つ
刑
罰
的
賠
償
額
…
…
…
…
一
億
ド
ル
、

―
そ
の
他
。

　

Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
が
国
営
企
業
で
あ
り
賠
償
請
求
書
の
送
達
は
ロ
シ
ア

司
法
省
を
通
じ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
請

求
書
を
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
八
日
に
ロ
シ

ア
司
法
省
に
提
出
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
ロ
シ
ア
司
法
省
は
、
こ
の

送
達
が
ロ
シ
ア
の
主
権
又
は
安
全
を
害
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と

判
断
し
、「
民
事
又
は
商
事
に
関
す
る
裁
判
上
及
び
裁
判
外
の
文
書

の
外
国
に
お
け
る
送
達
及
び
告
知
に
関
す
る
条
約
」（
略
称
「
送
達

条
約
」））

11
（

第
一
三
条
一
項
を
根
拠
と
し
て
、
送
達
を
有
効
と
す
る
こ

と
を
拒
否
し
た
。

（
55
）　

注
44
参
照
。
“Uranium

�in�M
ongolia:�D

ornod.

”（W
orld 

N
uclear A

ssociation

）.

（
56
）　

ア
レ
ヴ
ァ
・
モ
ン
ゴ
ル
社
の
位
置
づ
け
は
、
補
図
2
の
と
お
り

で
あ
る
。

（
57
）　

本
稿
三
・
6�

モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
の
項
参
照
。

　

民
法
典
の
政
府
非
公
式
英
語
版
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

〈https://w
w

w
.ebrd.com

/dow
nloads/legal/securities�/

m
ongcc.pdf

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

　

参
考
ま
で
に
、
邦
訳
に
は
次
の
二
つ
が
あ
る
。
瀬
々
敦
子
訳

「
和
訳
モ
ン
ゴ
ル
民
法
」『
国
際
商
事
法
務
』
第
三
三
巻
五
号
～
三

六
巻
八
号
、
二
〇
〇
五
年
五
月
～
二
〇
〇
八
年
五
月
、
お
よ
び
蓑

輪
靖
博
「
モ
ン
ゴ
ル
民
法
典
・
試
訳
」（『
福
岡
大
学
法
学
論
叢
』

第
五
三
巻
一
／
二
号
～
五
六
巻
二
／
三
号
、
二
〇
〇
八
年
～
二
〇
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一
一
年
一
二
月
）。
未
完
。

（
58
）　Convention�relative�à�la signification�et�la�notification�

à�lʼétranger des actes�judiciaires�et�extrajudiciaires en 
m

atière�Civile�ou�com
m

erciale/H
ague�Convention�on�the�

Service�A
broad�of�Judicial�and�ExtraJudicial�D

ocum
ents�

in�Civil�and�Com
m

ercial�M
atters.

　

第
一
三
条
一
項
の
日
本
語
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

�　
「
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
つ
て
要
請
さ
れ
た
送
達
又
は
告
知
の

実
施
は
、
受
託
国
に
よ
り
そ
の
主
権
又
は
安
全
を
害
す
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
拒
否
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。」

　

日
本
政
府
の
日
本
語
文
は
フ
ラ
ン
ス
語
正
文
と
同
じ
く
否
定
形

に
な
っ
て
い
る
が
、
英
語
の
正
文
は
肯
定
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
の
立
場
を
説
明
す
れ
ば
、「
ロ
シ
ア
の
主
権
又
は
安
全
を
害

す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
送
達
を
拒

否
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

11　

カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
高
裁
と
控
訴
裁
へ
の
提
訴

　

そ
こ
で
、
カ
ー
ン
側
は
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
に
対
し
て
前
記
損
害
賠
償

そ
の
他
費
用
の
負
担
三
億
ド
ル
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
を
、
オ
ン
タ

リ
オ
州
高
等
裁
判
所
（O

ntario�Superior�Court

）
に
提
起
し
た
。

二
〇
一
〇
年
八
月
二
〇
日
、
同
裁
判
所
は
カ
ー
ン
側
の
陳
述
書
を
ロ

シ
ア
政
府
側
に
送
付
し
、
法
手
続
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
通
知
し
た）

11
（

。

　

申
立
て
は
二
〇
一
一
年
四
月
一
八
日
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
多
く

の
手
続
が
遅
滞
し
、
審
理
は
同
年
九
月
七
日
に
開
始
さ
れ
た
。
裁
判

所
は
判
決
を
留
保
し
て
い
た
が
、
一
〇
月
三
一
日
、
カ
ー
ン
側
は
、

オ
ン
タ
リ
オ
州
高
等
裁
判
所
か
ら
カ
ー
ン
の
送
達
を
有
効
と
す
る
と

の
命
令
を
受
け
取
っ
た
と
発
表
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
は

決
定
を
不
服
と
し
て
控
訴
。
二
〇
一
二
年
に
入
っ
て
審
理
が
開
始
さ

れ
、
三
月
九
日
に
同
裁
判
所
が
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ｚ
社
側
の
控
訴
を
認
め
た
た

め
、
こ
れ
を
不
服
と
し
た
カ
ー
ン
側
は
、
自
社
側
か
ら
の
送
達
を
有

補図 2　アレヴァ・モンゴル社の所有構造
AREVA SA

100％

100％

66％

100％ 34％66％

34％

AREVA Mines

CFMM SA

AREVA Mongol LLC

COGEGOBI LLC AREVA Mines LLC

採掘探鉱

MonAtom

三菱商事㈱

モ
ン
ゴ
ル
法
人

注�：AREVA�Mongol�LLC は、2007 年 買 収 の East�Asia�
Minerals�Energy を 2008 年に社名変更したもの。三菱商事
が AREVA�Mongol への出資参加に合意したのは 2009 年末。
CFMM�SA は、Compagnie�Française�des�Mines�et�Métaux�
SA.

出所�：AREVA�SA,�AREVA and Its Presence in Mongolia よ
り作成。
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効
と
し
た
同
裁
判
所
の
先
の
命
令
に
戻
さ
せ
る
よ
う
、
同
年
一
二
月

に
オ
ン
タ
リ
オ
州
控
訴
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
し
た
が）

19
（

、
翌
一
三
年

四
月
、
裁
判
所
は
同
社
の
訴
を
棄
却
す
る
。
カ
ー
ン
・
カ
ナ
ダ
社
は
、

最
終
審
た
る
連
邦
最
高
裁
に
訴
え
を
起
す
こ
と
を
断
念
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
仲
裁
へ

0

0

0

の
付
託
の
道
を
検
討

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
間
、
ロ
シ
ア
で
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
二
日
に
、「
合

弁
の
有
限
責
任
会
社
ド
ル
ノ
ド
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
の
設
立
に
関
す
る
ロ

シ
ア
連
邦
政
府
と
モ
ン
ゴ
ル
政
府
と
の
間
の
協
定
の
批
准
に
関
す
る

連
邦
法
案
」
が
下
院
で
承
認
さ
れ
、
同
二
四
日
に
上
院
で
採
択
さ
れ
、

こ
れ
を
受
け
て
翌
一
一
年
一
月
初
め
に
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が

同
法
に
署
名
し
て
い
る）

1（
（

。

（
59
）　

“Ontario�Superior�Court�of�Justice.�Betw
een�K

han�
Resources�Inc.,�K

han�Resources�LLC,�CA
U

C�H
olding�

Com
pany�Lim

ited,�Central�A
sian�U

ranium
�Com

pany�
LLC

,�K
han�R

esources�B
.V

.�and�K
han�R

esources�
Berm

uda�Ltd�

（Plaintiffs

）�and�A
tom

redm
etzoloto�JSC�

and�JSC�PriargunskyIndustrial�M
ining�and�Chem

ical�
U

nion�

（D
efendants

）.�Statem
ent�of�Claim

.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

参
照
。〈khanstatem

entclaim
arm

z.pdf

〉
お
よ
び
〈http://

w
w

w
.khanresources.com

〉（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
60
）　C

ourt�of�A
ppeal�for�O

ntario.�B
etw

een�K
han�

Resources�Inc.,�K
han�Resources�LLC,�CA

U
C�H

olding�
Com

pany�Lim
ited,�Central�A

sian�U
ranium

�Com
pany�

LLC
,�K

han�R
esources�B

.V
.�and�K

han�R
esources�

B
erm

u
d

a�L
td

.

（P
lain

tiffs

〈A
p

p
ellan

ts

〉an
d�

A
tom

redm
etzoloto�JSC�and�JSC�Priargunsky�Industrial�

M
in

in
g

�an
d

�C
h

em
ical�U

n
ion

�

（D
efen

d
an

ts�

〈Respondents

〉）.�Court�File�N
o.�C55360.�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参

照
。〈w

w
w

.khanresources.com
/.../khannoticeofappeal....

〉

（
ア
ク
セ
ス
―
二
〇
一
二
年
六
月
）

（
61
）　

“Dm
itry�M

edvedev�signed�F
ederal�L

aw
�on�

Ratification�of�the�A
greem

ent�betw
een�the�Governm

ent�
of�the�R

ussian�F
ederation�and�the�G

overnm
ent�of�

M
ongolia�on�Establishing�Joint�Com

pany�w
ith�Lim

ited�
Liability,�D

ornod�U
ranium

.

”�

次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。〈http://

en.krem
lin.ru/events/president/new

s/10018

〉�（
ア
ク
セ
ス

―
二
〇
一
八
年
一
二
月
）


